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　1月12日（日），宇土市民会館で令和２年成人式が開催されました。色鮮やかな振袖や真新しいスーツに身を包
んだ新成人が，友人との久しぶりの再会に喜び合い，記念撮影するなど会場には笑顔があふれていました。

宇土市

うと市議会だより



2うと市議会だより　第68号

◆
宇
土
市
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
等
に

関
す
る
条
例

　地
方
公
務
員
法
及
び
地
方
自
治
法
の
一
部

改
正
に
伴
い
、
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与

等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
た
め
、
条

例
を
制
定
す
る
も
の
。

【
主
な
内
容
】

・
フ
ル
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
料
、

地
域
手
当
、
通
勤
手
当
、
時
間
外
勤
務
手

当
、
休
日
勤
務
手
当
、
夜
勤
手
当
、
宿
日

直
手
当
及
び
期
末
手
当
等
に
つ
い
て
規
定

す
る
。

・
パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員
の
報
酬
、

期
末
手
当
及
び
費
用
弁
償
等
に
つ
い
て
規

定
す
る
。

【
施
行
日
】

・
令
和
２
年
４
月
１
日

◆
宇
土
市
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
条
例
の
一
部

改
正

　
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
の
管
理
の
開
始
後
20

年
間
を
限
度
と
し
て
い
る
家
賃
の
減
額
に
つ
い

て
、
更
に
２
年
間
延
長
し
て
行
う
こ
と
が
で

き
る
こ
と
と
す
る
た
め
、
条
例
を
改
正
す
る

も
の
。

【
主
な
内
容
】

・
家
賃
の
減
額
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
期
間

を
特
定
公
共
賃
貸
住
宅
の
管
理
開
始
後
20

年
間
（
令
和
２
年
８
月
31
日
ま
で
）
か
ら

22
年
間
（
令
和
４
年
８
月
31
日
ま
で
）
に

延
長
す
る
。

【
施
行
日
】

・
公
布
の
日

　12月定例会を11月28日から12月13日まで，16日間の会期で開催しました。
　市長提出議案として，宇土市会計年度任用職員の給与等に関する条例など条例関係14件，令和
元年度一般会計補正予算など予算関係11件，宇土市固定資産評価審査委員会の委員の選任につい
てなど人事案件2件，その他4件，議員提出議案として宇土市小規模企業振興基本条例の1件が上程
され，いずれも原案のとおり決定しました。
　また，令和元年9月定例会で，決算審査特別委員会に付託し，閉会中の継続審査としていました平
成30年度の一般会計及び各特別会計の歳入歳出決算8件を認定しました。
　議案の主な内容は下記のとおりです。なお，議決結果は19～20ページに，各委員会での審査内容
は，16～18ページに記載しています。

◆
令
和
元
年
度
宇
土
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
５
号
）

　歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
１
億
７
，
５
０
５
万

２
千
円
増
額
し
、
総
額
を
１
８
１
億
４
，
２

０
５
万
５
千
円
と
す
る
。
主
な
も
の
は
、
被

災
宅
地
復
旧
支
援
事
業
、
市
民
会
館
耐
震
改

修
事
業
、
震
災
対
策
事
業
の
増
額
補
正
。

◆
令
和
元
年
度
宇
土
市
国
民
健
康
保
険
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

　歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
４
０
６
万
３
千
円
増

額
し
、
総
額
を
44
億
３
，
１
０
０
万
４
千
円

と
す
る
。
国
民
健
康
保
険
シ
ス
テ
ム
の
改
修

委
託
料
等
の
増
額
補
正
。

◆
令
和
元
年
度
宇
土
市
一
般
会
計
補
正
予
算

（
第
６
号
）

　
歳
入
歳
出
そ
れ
ぞ
れ
８
１
７
万
円
増
額
し
、

総
額
を
１
８
１
億
５
，
０
２
２
万
５
千
円
と

す
る
。
人
事
院
勧
告
に
伴
う
人
件
費
の
増
額

補
正
。

◆
辺
地
総
合
整
備
計
画
の
変
更

　辺
地
に
係
る
総
合
整
備
計
画
を
変
更
す
る

た
め
、
辺
地
に
係
る
公
共
的
施
設
の
総
合
整

備
の
た
め
の
財
政
上
の
特
別
措
置
等
に
関
す

る
法
律
第
３
条
の
規
定
に
よ
り
、
議
会
の
議

決
を
求
め
る
も
の
。

【
主
な
内
容
】

　次
の
内
容
を
事
業
計
画
に
加
え
る
。

網
田
地
区

・
観
光
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
施
設

整
備（
干
潟
景
勝
地
展
望
広
場
整
備
事
業
）

・
電
気
通
信
に
関
す
る
施
設
設
備
（
宇
土
市

光
通
信
網
整
備
事
業
）

・
公
民
館
そ
の
他
の
集
会
施
設
整
備
（
網
田

コ
ミュニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
建
設
事
業
）

網
津
地
区
及
び
扇
谷
・
飯
塚
地
区

・
電
気
通
信
に
関
す
る
施
設
設
備
（
宇
土
市

光
通
信
網
整
備
事
業
）

◆
指
定
管
理
者
の
指
定

　指
定
管
理
者
を
指
定
す
る
必
要
が
あ
る
の

で
、
地
方
自
治
法
第
２
４
４
条
の
２
第
６
項

の
規
定
に
よ
り
、議
会
の
議
決
を
求
め
る
も
の
。

・
公
の
施
設
名

　宇
土
マ
リ
ー
ナ
物
産
館

・
指
定
管
理
者
と
な
る
団
体
名

　株
式
会
社

グ
ッ
ド
ス
タ
ッ
フ

・
指
定
の
期
間

　令
和
２
年
４
月
１
日
か
ら

令
和
７
年
３
月
31
日
ま
で

◆
宇
土
市
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
の
委

員
の
選
任
（
任
期
３
年
）

　甲
斐

　正
信

　さ
ん
（
再
任
）

◆
人
権
擁
護
委
員
の
候
補
者
の
推
薦
（
任
期

３
年
）

　山
本

　多
美
男

　さ
ん
（
再
任
）

令和元年 12月定例会



3 令和 2 年 2 月 1 日

　12 月定例会で，会派「うとしせい会」から「宇土市小規模
企業振興基本条例」が提案されました。
　この条例は，小規模企業の振興について，基本理念を定め
て，市の責務，事業者及び商工会の役割等を明らかにし，小
規模企業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進する
ことで，その成長発展及び事業の持続的発展並びに地域経済
の活性化を図り，もって市民生活の向上に寄与することを目
的とするものです。
　審議の結果，全議員が賛成し，条例は可決されました。

※小規模企業とは，おおむね常時使用する従業員の数が 20 人（商業，サービス業に属する事業
を主たる事業として営むものについては 5人）以下の事業者のことをいいます。

議員提案で「宇土市小規模企業振興基本条例」を制定！

◆令和元年度宇土市一般会計補正予算（第５号）
　 歳入歳出それぞれ 1 億 7,505 万 2 千円を増額し，総額を 181 億 4,205 万 5 千円とする。

費　目
（歳出概要）

補正額
（千円）

歳出の主なもの
（　）内は補正額【単位：千円】　▲…減額補正

議 会 費 6,038 タブレット端末導入事業（5,765），議会 ICT 化事業（273）

総 務 費 16,062 ポケットパーク整備事業（500），基幹系電算システム経費（9,333）

民 生 費 39,552
震災対策事業［復興支援係分］（8,500），保育所運営費負担経費

（7,355），生活保護適正化推進事業（▲ 2,231）

衛 生 費 ▲ 668
母子保健情報連携システム改修事業（1,155），廃棄物減量化対策経
費（2,100），清掃総務費一般経費（▲ 5,907）

農林水産業費 8,964
緊急自然災害防止対策事業［林地崩壊防止事業］（2,464），緊急自然
災害防止対策事業［農村集落整備単独事業］（5,000），有害鳥獣対策
経費（500）

商 工 費 1,889 マイナポイント推進事業（1,889）

土 木 費 94,780
単県海岸保全事業経費（600），国県営道路整備事業経費（10,552），
被災宅地復旧支援事業［H28 熊本地震復興基金］（81,638）

消 防 費 ▲ 110,236
常備消防費（2,506），消防本部・北消防署建設事業（▲ 92,656），
島山防災広場等整備事業（▲ 20,251）

教 育 費 101,276
防災対策事業［中学校］（1,916），学校管理費一般経費［学務・小学
校］（17,343），市民会館耐震改修事業（45,786），東京オリンピック
聖火リレー実施経費（9,747）

災害復旧費 17,395
9/22 台風災害対策経費［都市整備課分］（1,571），震災対策事業［土
木課：道路単独過年度災害分］（5,652），震災対策事業［文化課分］

（10,172）

ピックアップ
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令和元年12月宇土市議会定例会　一般質問一覧表
【一般質問】	 	 	 	 	 	 	

発言順 氏名 質問事項（大項目）
掲載

ページ

1 今中　真之助

（1）	 政治参画意識向上について
（2）	 ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）について
（3）	 保育所運営について
（4）	 学校教育について

5

2 嶋 本　圭 人
（1）	 宇土市の財政について
（2）	 災害時における水の確保について（防災井戸等の取組について）

6

3 平 江　光 輝
（1）	 緑川，浜戸川の河川改修工事について
（2）	 排水機場の役割について

7

4 樫 﨑　政 治
（1）	 ため池，堤等の老朽化及び防災対策について
（2）	 介護予防対策について

8

5 野 口　修 一

（1）	 アクティブラーニングと ICT教育
（2）	 小学校部活廃止の検証
（3）	 学校と防災・避難
（4）	 新公共交通網の検証

9

６ 中 口　俊 宏
（1）	 企業誘致の現状と対策について
（2）	 安全・安心なまちづくりについて

１０

７ 藤 井　慶 峰
（1）	 人権啓発活動の取組について
（2）	 教職員の労働環境改善と教育環境の改善について

１１

８ 芥 川　幸 子

（1）	 宇土市学校給食について
（2）	 通学路の安全対策について
（3）	 マイナンバーカード普及について
（4）	 風疹の拡大防止について
（5）	 資源ごみ収集について
（6）	 政策手法について

１２

９ 村 田　宣 雄 （1）	 中山間地域等直接支払制度への対応 １３

１０ 福 田　慧 一

（1）	 加齢性難聴者の補聴器購入助成について
（2）	 市民の健康を守り国保会計の健全化について
（3）	 介護保険について
（4）	 子どもの貧困対策について

１４

１１ 佐 美 三　洋
（1）	 市職員の採用について
（2）	 新たな地域公共交通のあり方について
（3）	 まちづくり基金助成金について

１５



5

一般質一般質 問

令和 2 年 2 月 1 日

政治参画意識向上は，国政・市政運営に緊張をもたらす

政
治
参
画
意
識
向
上
に
つ
い
て

問  

参
院
選
に
て
施
し
た
取
組
の
効

果
は
。

答  

投
票
率
46
．
68
％
と
い
う
結
果

は
決
し
て
高
く
な
い
が
、
前
回
の
参

院
選
と
比
較
し
て
、
県
内
14
市
は
平

均
４
．
34
％
低
下
し
た
の
に
対
し
本

市
は
０
．
65
％
の
低
下
に
抑
え
る
こ

と
が
で
き
た
。
花
園
地
区
に
期
日
前

投
票
所
の
増
設
を
し
た
こ
と
や
、
の

ぼ
り
旗
の
設
置
、「
家
族
で
投
票
所

に
行
こ
う
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
」
で
間
違

い
探
し
の
回
答
を
投
票
し
た
子
供
た

ち
が
７
０
０
名
程
い
た
こ
と
等
か

ら
、
投
票
率
の
低
下
を
防
ぐ
こ
と
が

で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

�

（
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
長
）

問  

来
春
に
知
事
選
を
控
え
る
が
、

そ
こ
で
の
取
組
は
。

答  

「
家
族
で
投
票
所
に
行
こ
う
キ
ャ

ン
ペ
ー
ン
」
の
第
二
弾
を
実
施
し
、

の
ぼ
り
旗
も
設
置
す
る
。
ま
た
、
新

た
な
期
日
前
投
票
所
も
検
討
し
て
い

る
。（
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
長
）

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
（
持
続
可
能
な
開

発
目
標
）
に
つ
い
て

問  

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
は
２
０
１
５
年
９
月

に
国
連
で
制
定
さ
れ
た
、
２
０
３
０

年
ま
で
に
達
成
す
べ
き
国
際
社
会
に

よ
る
共
通
目
標
の
こ
と
。
誰
ひ
と
り

取
り
残
さ
な
い
こ
と
を
目
指
し
て
先

進
国
と
途
上
国
が
一
丸
と
な
っ
て

達
成
す
べ
き
17
の
目
標
が
特
徴
で
、

タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
て
１
６
９
の
具
体

的
な
数
値
が
示
さ
れ
て
い
る
。
昨
今

様
々
な
自
治
体
や
企
業
が
取
り
組
み

始
め
て
い
る
が
本
市
の
状
況
は
。

答  

17
の
目
標
の
う
ち
、№
12
の
「
ご

み
の
減
量
化
、
再
資
源
化
の
推
進
」

と
№
13
の
「
地
球
温
暖
化
防
止
対
策

の
推
進
」
に
つ
い
て
取
組
を
進
め
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

�

（
企
画
部
長
）

問  

今
後
は
ど
の
よ
う
に
取
り
組
ん

で
い
く
か
。

答  
人
口
減
少
や
少
子
高
齢
化
が
進

行
す
る
中
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
が
目
指
す
持

続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
こ

と
が
重
要
で
あ
る
。
本
市
に
関
連
が

深
い
課
題
を
精
査
し
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
を

原
動
力
と
し
た
地
方
創
生
の
観
点
を

第
２
期
宇
土
市
ま
ち
・
ひ
と
・
し
ご

と
創
生
総
合
戦
略
に
反
映
さ
せ
て
い

く
予
定
で
あ
る
。�

（
企
画
部
長
）

保
育
所
運
営
に
つ
い
て

問  

本
市
に
２
～
３
年
前
に
導
入
さ

れ
た
働
き
方
改
革
の
一
環
で
あ
る

「
保
育
所
等
に
お
け
る
業
務
効
率
化

推
進
事
業
」
い
わ
ゆ
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
活
用

の
効
果
は
。

答  

認
可
保
育
所
15
園
の
う
ち
７
園

が
導
入
し
、
導
入
さ
れ
た
シ
ス
テ
ム

は
保
育
日
誌
等
の
作
成
、
園
児
の
登

園
・
降
園
の
管
理
、
保
護
者
へ
の
連

絡
事
項
な
ど
の
メ
ー
ル
配
信
と
い
っ

た
保
育
士
の
業
務
負
担
の
軽
減
を
図

る
機
能
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
。
効

果
と
し
て
は
、
少
な
か
ら
ず
業
務
の

効
率
化
が
で
き
、
仕
事
を
家
庭
に
持

ち
帰
る
こ
と
が
な
く
な
る
と
い
っ
た

報
告
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
、
１
つ

の
園
に
お
い
て
独
自
に
導
入
さ
れ

た
「
午
睡
チ
ェ
ッ
ク
シ
ス
テ
ム
」
は
、

子
ど
も
の
安
全
確
保
及
び
保
育
士
の

負
担
軽
減
を
図
る
も
の
と
な
っ
て
い

る
。
　�

（
健
康
福
祉
部
長
）

（
無
所
属
）

今
中

　真
之
助

　議
員

直近選挙の高齢層と若年層との投票率比較
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うと市議会だより　第68号

宇
土
市
の
財
政
に
つ
い
て

問  

経
常
収
支
比
率
が
高
い
ほ
ど
、
財

政
が
硬
直
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
す

が
、
本
市
の
過
去
五
年
間
の
数
値
は
。

答  

平
成
26
年
度
が
91
．
9
％
、
平

成
27
年
度
が
94
．
0
％
、
平
成
28
年

度
が
94
．
8
％
、
平
成
29
年
度
が
97
．

0
％
、
平
成
30
年
度
が
94
．
8
％
。

�

（
総
務
部
長
）

問 
第
５
次
総
合
計
画
は
、
目
標
値

を
89
％
以
下
と
し
た
が
、
現
在
94
．

8
％
と
な
っ
て
い
る
要
因
は
。
又
第

６
次
総
合
計
画
は
、
94
．
0
％
以
下

と
目
標
値
を
定
め
た
が
、
現
在
の
財

政
状
況
の
中
で
、
今
後
の
取
組
は
。

答  

第
５
次
総
合
計
画
の
策
定
後
、
経

費
削
減
を
進
め
、
人
件
費
、
維
持
補

修
費
、
公
債
費
に
つ
い
て
は
減
少
さ

せ
た
。
扶
助
費
や
国
民
健
康
保
険
な

ど
の
特
別
会
計
へ
の
繰
出
金
が
削
減

額
以
上
に
増
加
し
た
事
が
大
き
な
要

因
。
経
費
の
削
減
に
務
め
、
見
直
し

に
よ
る
物
件
費
や
補
助
費
等
の
削
減

に
も
取
組
む
。
又
企
業
誘
致
や
市
民

の
所
得
の
増
加
に
よ
る
税
収
の
増
加

と
い
う
歳
入
面
の
取
組
も
必
要
。

�

（
総
務
部
長
）

災
害
時
に
お
け
る
水
の
確
保

に
つ
い
て

問  

平
成
30
年
度
の
配
水
量
は
、
上
水

道
、
簡
易
水
道
合
わ
せ
て
、
一
日
平

均
約
9
，
5
0
0
㎥
だ
が
、
災
害
時
、

断
水
地
域
に
お
け
る
対
応
は
。

答  

断
水
が
発
生
し
た
場
合
は
、
指

定
さ
れ
た
避
難
所
へ
、
給
水
タ
ン
ク

を
積
載
し
た
車
両
に
て
水
を
運
搬
し
、

飲
料
水
、
医
療
用
水
及
び
生
活
用
水

の
応
急
給
水
を
行
う
。
大
規
模
な
災

害
の
場
合
、
自
衛
隊
等
に
応
援
要
請

を
行
う
。�

（
建
設
部
長
）

問  

被
害
が
広
範
囲
で
断
水
に
な
っ
た

場
合
、
各
家
庭
や
企
業
に
、
水
が
行

き
渡
る
よ
う
に
な
る
ま
で
数
日
か
ら

数
週
間
か
か
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。

協
定
制
度
を
活
用
し
、
生
活
用
水
の

確
保
と
し
て
、
個
人
や
企
業
に
対
し

て
防
災
・
協
力
井
戸
を
募
る
取
組
は
。

答  

本
市
で
は
18
箇
所
の
井
戸
を
保
持

し
て
お
り
、
災
害
時
に
は
井
戸
施
設

に
発
電
機
を
設
置
し
、
地
下
水
を
汲

み
上
げ
、
給
水
活
動
を
行
う
体
制
を

整
え
て
い
る
。
防
災
井
戸
の
協
力
に

関
し
て
は
、水
量
、水
質
、場
所
な
ど
、

ク
リ
ア
す
べ
き
課
題
が
多
い
。
現
時

点
で
の
対
応
は
難
し
い
状
況
で
あ
る

た
め
、
現
在
の
と
こ
ろ
は
、
応
急
給

水
に
よ
る
対
応
を
行
う
こ
と
と
し
て

い
る
。
今
後
、
防
災
井
戸
の
協
力
に

関
し
て
、
十
分
検
討
す
る
。

�

（
建
設
部
長
）

問  

避
難
場
所
と
な
る
公
園
や
校
庭
等

の
地
下
に
埋
設
し
、
水
を
絶
え
ず
循

環
さ
せ
る
耐
震
性
貯
水
槽
を
設
置
し
、

災
害
時
に
活
用
す
る
取
組
は
。

答  

飲
料
水
兼
用
の
耐
震
性
貯
水
槽

の
設
置
に
関
し
、
設
置
計
画
は
な
く
、

災
害
時
の
応
急
給
水
活
動
に
よ
り
対

応
を
行
う
。
ま
た
今
後
も
、
従
来
通

り
応
急
給
水
に
よ
る
対
応
を
行
う
。

し
か
し
、
他
市
に
お
け
る
耐
震
性
貯

水
槽
の
災
害
時
に
お
け
る
有
効
性
や

建
設
費
用
、
ま
た
維
持
費
等
を
検
証

し
、
設
置
す
る
こ
と
が
有
利
で
あ
る

な
ら
ば
、
適
宜
対
応
し
て
い
く
。

�

（
建
設
部
長
）

（
宇
土
、
み
ら
い
）

嶋
本

　圭
人　

議
員

宇土市の財政について/災害時における水の確保について

年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

数値 91.9% 94.0% 94.8% 97.0% 94.8%

年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成30年度

数値 10.3% 9.5% 9.8% 9.4% 9.4%

年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成30年度

数値 0.48 0.49 0.51 0.51 0.52

年度 平成 26年度 平成 27年度 平成 28年度 平成 29年度 平成30年度

数値 39.7% 35.4% 28.3% 33.5% 34.8%

　人件費，扶助費，公債費などの経常経費（毎年決まって支出され
る経費）に使われた一般財源の額が地方税，地方交付税，地方譲
与税などの経常一般財源（毎年決まって収入される使いみちが決まっ
ていない財源）の総額に占める割合を表します。

　地方公共団体の財政力を示す指数で，この指数が高いほど自主財
源の割合が高く，財政に余裕があるということになります。

　起債制限比率に公営企業や一部事務組合等の公債費のうち市が負
担する分を含めた実質的な公債費の一般財源等総額に対する割合で
す。この比率が 18％を超えると地方債発行に総務大臣等の許可が必
要となります。

　歳入総額に対する自主財源（地方公共団体が自らの権限で収入でき
る財源で，地方税，負担金，分担金，使用料，手数料，財産収入，
寄附金，繰入金，繰越金，諸収入など）の割合をいい，この割合が
大きいほど，行政活動の自主性と安定性を確保できるとされています。

経常収支比率 財政力指数

実質公債費比率 自主財源比率

経常収支比率，実質公債費比率，財政力指数，自主財源比率
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令和 2 年 2 月 1 日

排水機場の維持管理費は市民全体の負担にすべき

緑
川
、
浜
戸
川
の
河
川
改
修

工
事
に
つ
い
て

問  

緑
川
、
浜
戸
川
の
堤
防
に
つ
い

て
は
、 

T
．
P
．（
東
京
湾
平
均
海

面
）
4
．
5
m 

の
堤
防
高
に
な
る

も
の
の
２
段
階
目
の
T
．
P
．
6
．

0
m 

の
整
備
の
早
期
着
工
、
そ
し

て
最
終
型
の
T
．
P
．
7
．
0
m 

に
向
か
う
整
備
計
画
に
対
し
国
は
今

ど
う
考
え
て
い
る
か
。

答  
浜
戸
川
の
堤
防
工
事
は
完
了

し
、
現
在
、
緑
川
の
左
岸
側
（
宇
土

市
側
）
の
整
備
が
本
年
度
中
の
完
成

を
目
標
に
行
わ
れ
て
い
る
。
工
事
が

完
了
す
れ
ば
T
．
P
．
4
．
5
m 

の
堤
防
工
事
が
全
て
完
了
と
な
る
。

そ
の
後
、次
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
T
．

P
．
6
．
0
m 

の
整
備
に
引
き
続

き
移
ら
れ
る
計
画
と
な
っ
て
い
る
。

国
は
完
成
形
で
あ
る
T
．
P
．
7
．

0
ｍ
の
堤
防
整
備
に
つ
い
て
も
、
鋭

意
取
り
組
ん
で
い
く
と
の
回
答
を
い

た
だ
い
て
い
る
。�

（
建
設
部
長
）

問  

一
刻
も
早
い
完
成
形
の
実
現
の

た
め
に
、
市
や
地
域
住
民
は
何
を
す

べ
き
か
。
　

答  

地
域
の
声
を
訴
え
る
こ
と
が
事

業
の
着
実
な
進
捗
に
結
び
付
く
も
の

と
考
え
て
い
る
。
今
後
も
、
一
日
で

も
早
い
T
．
P
．
7
．
0
ｍ
の
堤

防
完
成
に
向
け
期
成
会
の
協
力
を
い

た
だ
き
、
期
成
会
の
皆
様
と
共
に
要

望
活
動
を
行
っ
て
い
き
た
い
。

�

（
建
設
部
長
）

排
水
機
場
の
維
持
管
理
費
に

つ
い
て

問  

各
地
区
の
排
水
機
場
は
一
部
を

除
き
、
土
地
改
良
区
や
組
合
等
の
管

理
下
と
さ
れ
、
市
は
維
持
管
理
費
に

対
し
補
助
金
を
出
し
て
い
る
。
し
か

し
、
松
原
排
水
機
場
だ
け
市
が
管
理

し
て
い
る
こ
と
が
、
ど
う
し
て
も
腑

に
落
ち
な
い
。
昨
今
の
排
水
機
場
の

役
割
と
し
て
、
水
防
の
恩
恵
を
受
け

る
の
は
農
家
だ
け
で
な
く
そ
こ
に
住

む
市
民
全
体
で
あ
り
、
そ
ろ
そ
ろ
松

原
排
水
機
場
同
様
に
市
民
全
体
で
負

担
し
て
い
く
べ
き
だ
と
思
う
が
、
市

長
は
ど
う
考
え
る
か
。

答  

本
市
の
排
水
機
場
に
つ
い
て
、

建
設
当
時
は
水
田
や
畑
そ
し
て
ビ

ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
な
ど
の
農
業
用
施
設

を
、
豪
雨
等
に
よ
る
洪
水
や
浸
水
か

ら
守
り
、
農
作
物
の
被
害
を
抑
制
す

る
目
的
で
建
設
し
た
が
、
現
在
で
は

農
地
の
宅
地
化
が
進
み
、
市
内
の
冠

水
被
害
の
防
止
の
役
割
も
担
っ
て
い

る
た
め
、
一
般
市
民
の
生
活
に
も
大

き
く
影
響
し
て
い
る
。

　
現
在
、
排
水
機
場
は
農
業
と
市
民

生
活
に
密
着
し
て
い
る
た
め
、
老
朽

化
し
て
い
る
施
設
は
、
豪
雨
時
な
ど

に
故
障
で
稼
働
で
き
な
い
な
ど
の
不

測
の
事
態
が
発
生
し
な
い
よ
う
に
、

遂
次
、
改
修
や
修
繕
を
行
い
な
が
ら

維
持
管
理
に
努
め
て
い
る
。し
か
し
、

農
家
の
高
齢
化
や
後
継
者
不
足
に
よ

り
、
農
業
従
事
者
が
減
少
し
て
い
る

中
で
排
水
機
場
の
維
持
管
理
費
に
つ

い
て
は
、
市
が
補
助
金
を
交
付
し
て

い
る
も
の
の
、
残
り
の
維
持
管
理
費

は
農
家
だ
け
を
対
象
に
負
担
金
を
徴

収
し
て
運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
十

分
認
識
し
て
い
る
。

　
今
後
、
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
時

代
の
移
り
変
わ
り
も
あ
り
、
電
気
料

金
の
値
上
げ
や
燃
料
価
格
の
上
昇
等

に
対
す
る
柔
軟
な
対
応
や
他
市
の
状

況
も
考
慮
し
、
見
直
し
に
つ
い
て
検

討
し
て
行
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
て

い
る
。�

（
市
長
）

（
う
と
し
せ
い
会
）

平
江

　光
輝

　議
員

各地区の排水機場の維持管理費に対する市の補助割合

項目 市の負担割合

高圧電気基本料金 100%

その他電気料金及び燃料代 50％（原動機がディーゼル以外）
75％（原動機がディーゼル）

保守点検費 100%

修理費等 75%

1 機場あたりの管理人件費 年間 24,000 円（上限）
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た
め
池
、
堤
等
の
老
朽
化
及

び
防
災
対
策
に
つ
い
て

問  

た
め
池
が
決
壊
し
、
人
的
被
害

が
発
生
し
た
結
果
、
農
林
水
産
省
は
、

た
め
池
新
法
を
施
行
し
た
。
新
法
の

概
要
と
農
業
用
た
め
池
の
実
態
調
査

に
つ
い
て
。

答  

た
め
池
新
法
は
、
近
年
、
集
中

豪
雨
等
に
よ
り
多
く
の
農
業
用
た
め

池
が
被
災
し
甚
大
な
被
害
が
発
生
し

て
い
る
た
め
、
農
業
用
た
め
池
の
情

報
を
適
切
に
把
握
し
、
決
壊
に
よ
る

災
害
を
防
止
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

今
年
７
月
１
日
に
施
行
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
本
市
の
た
め
池
は
、
農
業

用
た
め
池
が
35
箇
所
、
う
ち
利
用
さ

れ
て
い
る
の
は
29
箇
所
で
あ
る
。

�

（
経
済
部
長
）

問  

た
め
池
は
、
農
業
用
水
を
得
る

た
め
先
人
た
ち
が
築
か
れ
た
も
の
が

ほ
と
ん
ど
だ
が
、
農
家
の
高
齢
化
や

減
少
で
維
持
管
理
に
手
が
回
ら
ず
老

朽
化
が
進
ん
で
い
る
。
農
業
用
た
め

池
の
維
持
管
理
状
況
と
安
全
対
策
に

つ
い
て
。

答  

維
持
管
理
に
つ
い
て
は
、
土
地

改
良
区
、
地
元
行
政
区
等
で
管
理
し

て
い
る
状
況
。
ま
た
、
た
め
池
の
利

用
者
は
年
々
減
少
傾
向
に
あ
り
、
管

理
者
も
不
足
し
て
い
る
こ
と
で
十
分

な
維
持
管
理
が
で
き
て
い
な
い
。
た

め
池
に
異
常
が
発
生
し
た
場
合
は
、

市
と
管
理
者
が
連
携
し
、
被
害
発
生

を
抑
制
す
る
対
策
や
復
旧
に
向
け
た

取
組
を
行
っ
て
い
る
。

　
安
全
対
策
に
つ
い
て
、
農
林
水
産

省
は
、
被
害
の
お
そ
れ
が
あ
り
利
用

さ
れ
て
い
な
い
た
め
池
は
廃
止
を
進

め
、
利
用
さ
れ
て
い
る
た
め
池
に
つ

い
て
も
水
を
貯
め
ず
に
他
の
水
源
確

保
へ
の
切
り
替
え
を
推
進
す
る
と
し

て
お
り
、
こ
れ
ら
に
係
る
補
助
制
度

の
創
設
や
拡
充
も
行
わ
れ
て
い
る
。

�

（
経
済
部
長
）

問  
た
め
池
が
決
壊
し
た
場
合
の
被

害
想
定
や
ソ
フ
ト
対
策
と
防
災
・
減

災
、
国
土
強
靭
化
の
た
め
の
３
か
年

緊
急
対
策
等
を
活
用
し
た
ハ
ー
ド
対

策
等
、
今
後
の
取
組
み
に
つ
い
て
。

答  

新
法
の
施
行
に
伴
い
来
年
度
に

農
業
用
た
め
池
を
対
象
と
し
た
、
た

め
池
ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
作
成
を
予

定
し
て
い
る
。
今
後
、
改
修
工
事
等

が
必
要
と
さ
れ
る
た
め
池
は
、
集
中

的
に
進
め
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

防
災
・
減
災
、
国
土
強
靭
化
の
た
め

の
３
か
年
緊
急
対
策
や
緊
急
自
然
災

害
防
止
対
策
事
業
債
な
ど
財
源
的
に

有
利
な
事
業
を
活
用
し
、
優
先
順
位

を
考
慮
し
な
が
ら
、
改
修
や
補
強
計

画
の
策
定
等
、
防
災
・
減
災
対
策
を

進
め
た
い
。�

（
経
済
部
長
）

要
望  

五
色
山
の
麓
に
あ
る
内
浦
堤

と
毘
沙
門
池
は
熊
本
地
震
で
堤
防
、

堤
体
が
崩
れ
、
水
漏
れ
や
土
砂
堆
積

に
よ
る
排
水
部
の
つ
ま
り
等
が
原
因

で
、
老
朽
化
し
た
栓
が
壊
れ
一
夜
に

し
て
池
の
水
が
全
て
流
失
し
た
。
現

在
、
応
急
処
置
は
終
わ
っ
て
い
る
が
、

豪
雨
や
地
震
等
が
起
き
れ
ば
危
険
な

状
況
に
あ
る
。
浚
渫
工
事
や
堤
体
補

修
等
を
行
い
、
危
険
な
た
め
池
か
ら
、

洪
水
調
整
機
能
を
持
ち
防
火
用
貯
水

池
に
利
用
可
能
な
安
全
安
心
で
多
面

的
機
能
を
持
つ
た
め
池
に
変
え
て
い

た
だ
き
た
い
。

ため池，堤等の老朽化及び防災対策について
五色山の麓にある内浦堤

（
宇
土
、
み
ら
い
）

樫
㟢

　政
治

　議
員
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一般質一般質 問

令和 2 年 2 月 1 日

県下４大学の「減災型地域社会のリーダー養成プログラム」の概念図

I
C
T
教
育
の
現
状
と
地
域

お
こ
し
協
力
隊
の
役
割

問  

現
状
の
報
告
と
今
後
の
学
校
と
の

協
力
体
制
、
教
師
の
I
C
T
教
育

力
向
上
の
研
修
等
を
ど
う
し
て
い
く
の

か
。

答  

小
中
学
校
に
は
、
無
線
L
A
N

環
境
を
整
備
し
、
小
学
校
は
全
体

で
２
８
０
台
、
中
学
校
は
全
体
で

１
１
０
台
の
タ
ブ
レ
ッ
ト
兼
用
パ
ソ
コ

ン
を
整
備
し
た
。
地
域
お
こ
し
協
力
隊

の
I
C
T
支
援
員
は
、
現
在
、
各
学

校
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
行
い
、
課
題
把
握

と
授
業
支
援
ソ
フ
ト
の
活
用
法
を
検
討

し
て
い
る
。
今
後
は
、
教
職
員
へ
の
講

習
会
等
を
計
画
し
て
い
る
。

�

（
教
育
部
長
）

要
望  

11
月
27
日
に
政
府
は
、
小
中

学
校
の
児
童
生
徒
に
１
人
１
台
の
パ
ソ

コ
ン
か
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
を
配
備
す
る

方
針
を
固
め
た
。
ぜ
ひ
、
１
人
１
台
の

タ
ブ
レ
ッ
ト
配
備
を
お
願
い
し
た
い
。

台
風
来
襲
直
前
の
市
長
指
示

に
よ
る
休
校
に
つ
い
て

問  

朝
の
登
校
指
導
で
、
過
去
に
２
度
、

学
校
に
着
い
て
か
ら
「
今
日
は
、
市
長

の
指
示
で
休
校
で
す
」
と
い
う
こ
と
が

あ
っ
た
。
そ
の
判
断
は
良
か
っ
た
が
、

何
で
市
長
指
示
か
、
教
育
委
員
会
は
、

そ
の
時
ど
う
し
て
い
た
か
？
日
頃
の
休

校
は
ど
こ
が
指
示
を
し
て
い
る
か
聞
き

た
い
。

答  

７
月
２
日
夕
方
の
予
報
で
は
、
翌

日
も
雨
が
続
く
が
雨
量
は
多
く
な
い

と
の
こ
と
か
ら
通
常
ど
お
り
と
し
て
い

た
。
翌
７
月
３
日
、
網
田
小
中
は
朝

６
時
半
に
休
校
を
決
定
し
た
が
、
他

校
は
通
常
通
り
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ

と
前
後
し
て
午
前
中
に
多
量
の
雨
が
降

り
続
く
と
い
う
予
報
に
変
わ
っ
た
こ
と

か
ら
、
市
長
か
ら
「
休
校
す
る
必
要

は
な
い
か
」
と
打
診
が
あ
り
、
教
育
委

員
会
で
全
校
休
校
を
決
定
し
た
。
自

然
災
害
予
報
時
の
休
校
判
断
は
、
台

風
な
ど
広
範
囲
に
同
じ
影
響
を
及
ぼ

す
場
合
は
教
育
委
員
会
が
、
大
雨
な

ど
地
域
で
影
響
が
異
な
る
場
合
は
基

本
的
に
各
学
校
と
し
て
い
る
。

�

（
教
育
部
長
）

宮
城
県
石
巻
市
立
大
川
小
学

校
の
判
決
に
つ
い
て

問  

宮
城
県
石
巻
市
立
大
川
小
学
校
の

児
童
が
津
波
の
犠
牲
と
な
っ
た
訴
訟
で

は
、
今
年
10
月
10
日
に
最
高
裁
が
県

と
市
に
対
し
14
億
３
６
０
０
万
円
の

賠
償
命
令
を
決
定
。
こ
の
判
決
に
つ
い

て
、
教
育
委
員
会
と
し
て
の
見
解
と
対

応
に
つ
い
て
聞
き
た
い
。

答  

こ
の
裁
判
は
、
学
校
側
の
避
難
誘

導
の
知
識
や
経
験
不
足
な
ど
か
ら
甚

大
な
悲
劇
を
招
い
た
事
例
と
な
っ
た
。

ま
た
、
校
長
ら
に
は
、
児
童
の
安
全

確
保
の
た
め
、
地
域
住
民
よ
り
も
は
る

か
に
高
い
レ
ベ
ル
の
防
災
知
識
、
経
験

が
求
め
ら
れ
る
と
指
摘
。
石
巻
市
教

育
委
員
会
も
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
不
備
を
是

正
す
る
な
ど
の
指
導
を
怠
っ
た
と
し
て

い
る
。
　
　
　
　
　

　
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
、
本
市
教
育
委

員
会
と
し
て
は
、
今
後
、
マ
ニ
ュ
ア
ル

整
備
、
管
理
職
を
含
む
教
職
員
の
危

機
管
理
研
修
、
児
童
生
徒
の
防
災
教

育
を
地
域
レ
ベ
ル
で
学
ぶ
こ
と
。
さ
ら

に
、
防
災
訓
練
を
地
域
と
共
に
行
う
こ

と
が
防
災
意
思
向
上
に
つ
な
が
る
と
考

え
る
。�

（
教
育
長
）

次世代教育の理解と実践，学校の危機管理と防災教育

（
無
所
属
）

野
口

　修 

一

　議
員
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一般質一般質 問

うと市議会だより　第68号

児童・生徒の見守り活動

企
業
誘
致
の
現
状
と
対
策
に

つ
い
て

問  

企
業
誘
致
は
、
地
域
の
活
性
化
、

産
業
の
振
興
及
び
雇
用
の
創
出
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
定
住
・
移
住
対
策
等
、

本
市
の
発
展
に
資
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
成
果
と
今
後
の
対
策
に
つ

い
て
。

答  
企
業
誘
致
に
つ
い
て
は
、
産
業
の

振
興
、雇
用
機
会
の
創
出
を
図
る
た
め
、

Ｊ
Ｒ
宇
土
駅
東
口
や
市
内
３
箇
所
に
整

備
し
た
工
業
団
地
へ
の
企
業
誘
致
に
取

り
組
ん
で
き
た
。
主
な
成
果
と
し
て
Ｊ

Ｒ
宇
土
駅
東
口
に
平
成
25
年
11
月
大
型

商
業
施
設
「
ク
ロ
ス
21
」
が
オ
ー
プ
ン
、

平
成
29
年
10
月
に
は
大
型
ホ
ー
ム
セ
ン

タ
ー
「
カ
イ
ン
ズ
」
が
出
店
し
、
周
辺

に
商
業
施
設
が
集
積
し
、
誘
客
で
賑
わ

い
が
生
ま
れ
た
。
ま
た
、
通
称
園
芸
連

跡
地
に
Ｊ
Ｒ
九
州
関
連
の
企
業
を
誘
致

し
、
８
月
か
ら
操
業
さ
れ
て
い
る
。
地

元
企
業
と
の
新
た
な
取
引
、
新
規
雇
用

等
期
待
し
て
い
る
。
今
後
も
、
地
場
産

業
の
経
営
支
援
、
企
業
誘
致
の
推
進
に

よ
り
、雇
用
と
経
済
波
及
効
果
の
拡
大
、

さ
ら
に
は
、
４
月
に
任
用
し
た
企
業
誘

致
ア
ド
バ
イ
ザ
―
に
よ
る
情
報
収
集
活

動
及
び
市
長
の
ト
ッ
プ
セ
ー
ル
ス
等
に

よ
り
花
園
工
業
団
地
へ
の
企
業
誘
致
に

取
り
組
ん
で
行
く
。�

　（
企
画
部
長
）

通
学
路
に
お
け
る
児
童
・
生

徒
の
安
全
対
策
に
つ
い
て

問  

平
成
27
年
10
月
に
策
定
さ
れ
た

宇
土
市
通
学
路
交
通
安
全
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
つ
い
て
質
問
す
る
。
１
つ
目
が

そ
の
目
的
、
２
つ
目
は
危
険
箇
所
把

握
後
の
情
報
は
誰
が
共
有
し
て
い
る

の
か
、
ま
た
、
そ
の
情
報
は
通
学
路

で
活
動
さ
れ
て
い
る
方
々
に
連
絡
し

て
い
る
の
か
。

答  
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
目
的
は
、
全
国
各

地
で
児
童
等
の
列
に
自
動
車
が
突
入

し
、
死
傷
す
る
事
故
が
発
生
し
た
こ
と

を
受
け
、
平
成
24
年
８
月
各
小
学
校
の

通
学
路
に
お
い
て
、
関
係
機
関
と
連
携

し
緊
急
合
同
点
検
を
行
い
、
必
要
な
対

策
を
協
議
し
対
策
を
実
施
し
た
が
、
引

き
続
き
安
全
確
保
に
向
け
た
取
組
を
行

う
こ
と
と
し
て
い
る
。
危
険
箇
所
情
報

は
、
担
当
部
署
及
び
通
学
路
交
通
安
全

推
進
会
議
内
で
の
情
報
共
有
に
留
ま
っ

て
い
る
た
め
、
実
際
に
見
守
り
活
動
を

行
っ
て
い
た
だ
い
て
い
る
方
々
へ
情
報

提
供
し
、
危
険
箇
所
へ
の
重
点
的
な
対

応
等
に
結
び
付
け
て
い
き
た
い
。�

　
　

（
教
育
長
・
教
育
部
長
）

提
言 

　
本
職
は
答
弁
を
受
け
て
次
の

提
言
を
し
た
。

提
言
①
保
護
者
に
よ
る
通
学
路
の
点

検
に
つ
い
て

　
新
１
年
生
は
通
学
路
を
登
下
校
す
る

こ
と
に
な
る
が
、
入
学
前
に
保
護
者

と
新
一
年
生
に
通
学
路
を
歩
い
て
も
ら

い
、
新
た
な
視
点
か
ら
通
学
路
危
険
箇

所
の
点
検
も
必
要
で
は
な
い
か
。

提
言
②
危
険
箇
所
情
報
の
共
有
に
つ
い
て

　
危
険
箇
所
情
報
は
、
通
学
路
で
活
動

し
て
い
る
団
体
等
と
共
有
し
、
必
要
な

対
策
を
協
議
し
た
ら
ど
う
か
。

（
無
所
属
）

中
口

　俊
宏

　議
員

通学路における安全対策について
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一般質一般質 問

令和 2 年 2 月 1 日

国立療養所菊池恵楓園内のハンセン病の歴史を学べる資料館

人
権
啓
発
活
動
の
取
組
に
つ

い
て

問  

11
月
15
日
、
国
会
に
お
い
て
「
ハ

ン
セ
ン
病
家
族
補
償
法
」
が
成
立
し

た
。

　
ハ
ン
セ
ン
病
は
、
遺
伝
も
し
な
い
。

感
染
力
も
極
め
て
弱
く
ほ
と
ん
ど
発

病
し
な
い
。
間
違
っ
た
認
識
か
ら
差

別
と
偏
見
の
た
め
に
患
者
と
そ
の
家

族
、
親
族
ま
で
人
と
し
て
生
き
る
権

利
さ
え
奪
わ
れ
て
き
た
。

　
熊
本
地
裁
判
決
で
も
「
ハ
ン
セ
ン

病
問
題
に
つ
い
て
国
が
啓
発
活
動
を

怠
っ
た
」
と
厳
し
く
指
摘
し
て
い
る
。

　
本
市
と
し
て
も
啓
発
活
動
に
早
急

に
取
り
組
ん
で
頂
き
た
い
。

答  

ハ
ン
セ
ン
病
回
復
者
等
の
人
権

問
題
に
つ
い
て
は
、
依
然
と
し
て
偏

見
や
差
別
が
根
強
く
残
っ
て
お
り
、

引
き
続
き
、
正
し
い
知
識
の
周
知
・

啓
発
に
取
り
組
む
必
要
が
あ
る
と
考

え
て
い
る
。

　
現
在
、「
宇
土
市
人
権
教
育
・
啓
発

基
本
計
画
」
を
基
に
、
行
政
、
学
校
、

企
業
・
民
間
団
体
、
家
庭
・
地
域
が
、

そ
れ
ぞ
れ
で
担
う
べ
き
役
割
を
踏
ま

え
な
が
ら
、
相
互
に
連
携
し
、
人
権

教
育
・
啓
発
活
動
の
推
進
に
取
り
組

ん
で
い
る
。

　
ま
た
、
各
小
中
学
校
で
は
、
児
童
・

生
徒
一
人
ひ
と
り
の
人
権
尊
重
の
意

識
を
高
め
る
教
育
に
努
め
て
い
る
。

�

（
教
育
長
）

意
見  

人
権
問
題
は
、
人
が
人
と
し

て
生
き
る
権
利
を
保
障
す
る
か
否
か

の
問
題
。
命
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。

そ
の
点
を
踏
ま
え
て
市
民
一
人
ひ
と

り
の
心
に
届
く
人
権
啓
発
に
取
り
組

ん
で
頂
き
た
い
。

教
職
員
の
労
働
環
境
改
善
と

教
育
環
境
の
改
善
に
つ
い
て

問  

こ
の
夏
、
複
数
の
教
師
が
一
人

の
新
人
教
師
を
い
じ
め
る
と
い
う
か

虐
待
す
る
事
件
が
明
る
み
に
な
っ
た
。

更
に
教
師
や
ク
ラ
ブ
活
動
の
指
導
者

に
よ
る
体
罰
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
本
市
で
は
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
か
。

　
ま
た
、
教
師
が
少
年
少
女
に
対
す

る
買
春
行
為
や
盗
撮
行
為
を
行
う
と

い
う
事
件
が
発
生
し
て
い
る
。
事
件

を
起
こ
し
た
理
由
の
多
く
が
「
ス
ト

レ
ス
を
解
消
す
る
た
め
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
先
生
達
の
話
で
は
、
働

き
方
改
革
の
一
環
で
「
残
業
を
減
ら

せ
」「
早
く
帰
れ
」
な
ど
と
言
わ
れ
る

が
仕
事
は
減
っ
て
い
な
い
。

　
仕
事
の
減
量
化
を
図
り
、
負
担
を

減
ら
し
児
童
生
徒
と
落
ち
着
い
た
気

持
ち
で
接
す
る
こ
と
が
で
き
る
環
境

を
創
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
が
。

答  

教
職
員
間
の
い
じ
め
や
教
職
員

に
よ
る
児
童
生
徒
へ
の
体
罰
に
つ
い

て
は
、
現
時
点
で
学
校
か
ら
の
報
告

は
受
け
て
い
な
い
。

　
労
働
環
境
の
改
善
に
つ
い
て
は
、

仕
事
の
減
量
化
や
負
担
軽
減
が
必
要

で
あ
る
と
考
え
る
。
教
職
員
の
負
担

軽
減
と
子
ど
も
た
ち
へ
の
個
別
の
支

援
充
実
を
図
る
た
め
、
市
独
自
で
28

人
の
非
常
勤
講
師
を
教
職
員
の
補
助

と
し
て
配
置
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
教
職
員
の
事
務
の
効
率
化

を
図
る
た
め
、
今
後
、
統
合
型
校
務

支
援
シ
ス
テ
ム
の
導
入
に
向
け
調
査
・

検
討
を
行
い
、
紙
ベ
ー
ス
で
行
っ
て

い
る
事
務
作
業
を
順
次
電
子
化
し
て

い
く
計
画
で
あ
る
。�

（
教
育
長
）

命と人権が尊重される宇土市と命輝く教育環境を

（
無
所
属
）

藤
井

　慶
峰

　議
員
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一般質一般質 問

うと市議会だより　第68号

宇
土
市
学
校
給
食
に
つ
い
て

問  

12
月
か
ら
学
校
給
食
で
食
物
ア
レ

ル
ギ
ー
対
応
「
除
去
食
」
が
開
始
さ
れ

る
が
、
乳
ア
レ
ル
ギ
ー
の
症
状
が
重
い

児
童
生
徒
に
、
牛
乳
や
パ
ン
の
代
替
食

の
実
施
を
検
討
し
て
は
ど
う
か
。

答  

今
後
、
牛
乳
や
パ
ン
の
代
替
食
を

導
入
す
る
こ
と
や
、
除
去
食
に
お
け
る

ア
レ
ル
ギ
ー
食
物
の
対
応
範
囲
を
広
げ

る
等
、
段
階
的
に
ア
レ
ル
ギ
ー
対
応
を

更
に
充
実
さ
せ
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い

く
。
　�

（
教
育
部
長
）

通
学
路
の
安
全
対
策
に
つ
い
て

問  

住
宅
の
増
加
や
自
動
車
交
通
量

の
増
加
に
伴
い
、
道
路
幅
が
狭
い
通

学
路
で
は
離
合
の
際
に
危
険
な
場
所

が
あ
る
。
そ
の
安
全
確
保
に
つ
い
て
。

答  

通
学
路
の
安
全
確
保
に
つ
い
て

は
、
関
係
機
関
と
連
携
を
図
り
、
交
通

規
制
や
道
路
拡
幅
な
ど
事
業
化
へ
向
け

た
協
議
と
合
わ
せ
て
、
学
校
で
の
指
導

等
を
図
っ
て
い
く
。
　�

（
教
育
部
長
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
普
及

に
つ
い
て

問  

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
取
組

に
つ
い
て
。

答  

今
後
の
交
付
率
向
上
の
取
組
と
し

て
、
今
年
度
末
か
ら
地
域
等
へ
の
出
張

申
請
受
付
の
開
始
や
来
年
度
以
降
は
本

庁
、
支
所
に
お
け
る
月
数
回
の
土
日
・

夜
間
開
庁
を
予
定
し
て
お
り
、
取
得
普

及
に
努
め
て
い
く
。�

（
企
画
部
長
）

風
疹
の
拡
大
防
止
に
つ
い
て

問  

風
疹
の
抗
体
検
査
と
予
防
接
種

の
無
料
ク
ー
ポ
ン
の
利
用
率
及
び
受

検
率
向
上
の
た
め
の
方
策
に
つ
い
て
。

答  

対
象
者
全
体
の
７
．
６
％
に
当
た

る
３
０
５
名
が
抗
体
検
査
を
受
検
。
そ

の
う
ち
12
．
４
％
に
当
た
る
38
名
が
無

料
ク
ー
ポ
ン
を
利
用
し
て
ワ
ク
チ
ン
接

種
を
受
け
て
い
る
。
又
、
市
内
の
内
科

医
院
等
の
ほ
か
、
市
の
特
定
健
診
や
職

場
で
の
定
期
健
診
な
ど
で
も
使
用
で
き

る
機
会
を
設
け
て
い
る
。
未
受
検
者
へ

無
料
ク
ー
ポ
ン
を
再
度
送
付
し
、
個
別

勧
奨
を
行
う
予
定
。

�

（
健
康
福
祉
部
長
）

資
源
ご
み
収
集
に
つ
い
て

問  

資
源
ご
み
収
集
に
お
け
る
今
後

の
対
策
に
つ
い
て
。

答  

民
間
の
資
源
ご
み
回
収
場
所
に
つ

い
て
、
広
報
紙
で
周
知
を
図
り
、
そ
の

他
毎
月
第
１
水
曜
日
以
外
に
も
、
市
民

が
資
源
ご
み
を
持
ち
込
め
る
簡
易
施
設

の
設
置
を
検
討
。
又
、生
ご
み
収
集
は
、

委
託
先
の
再
開
の
目
途
が
立
な
い
等
の

こ
と
か
ら
中
止
し
、
生
ご
み
処
理
機
購

入
に
対
す
る
補
助
金
制
度
の
創
設
を
検

討
す
る
。
　
　�

（
市
民
環
境
部
長
）

政
策
手
法
に
つ
い
て

問  

人
の
行
動
や
心
理
を
分
析
す
る

行
動
経
済
学
の
知
見
を
活
か
す
ナ
ッ

ジ
理
論
の
普
及
に
つ
い
て
。

答  

健
康
や
医
療
の
分
野
に
お
け
る
生

活
習
慣
病
の
改
善
や
納
税
意
識
・
防
災

意
識
の
向
上
に
有
効
な
手
段
の
一
つ
に

な
る
と
捉
え
て
お
り
、
様
々
な
業
務
へ

取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考

え
て
い
る
。
今
後
は
、
ナ
ッ
ジ
理
論
の

持
つ
有
効
性
に
つ
い
て
、
十
分
に
理
解

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
の
た
め

に
は
、
専
門
的
な
研
修
等
に
参
加
す
る

こ
と
な
ど
、
先
進
事
例
を
参
考
に
調
査

研
究
し
て
い
く
。�

（
総
務
部
長
）

風疹の拡大防止のためにクーポン券の利用を！！
対象者に送付された無料クーポン券

（
公
明
党
）

芥
川

　幸
子

　議
員
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一般質一般質 問

令和 2 年 2 月 1 日

日
本
型
直
接
支
払
制
度
を
活

用
し
中
山
間
地
域
農
業
の
基

盤
強
化
と
活
性
化
を
図
ろ
う

　
平
成
27
年
度
か
ら
法
律
に
基
づ

く
「
日
本
型
直
接
支
払
制
度
」
が
設

け
ら
れ
、
３
つ
の
交
付
金
か
ら
成
り

立
っ
て
い
る
。

①
中
山
間
地
域
等
直
接
支
払
制
度

で
条
件
不
利
地
（
棚
田
等
）
の
急

傾
斜
地
の
田
畑
の
農
業
生
産
活
動
を

支
援
す
る
。
田
の
急
傾
斜
10
ア
ー
ル

2
万
1
千
円
、
緩
傾
斜
10
ア
ー
ル

8
千
円
、
畑
の
急
傾
斜
10
ア
ー
ル

1
万
1
千
5
百
円
、
緩
傾
斜
10
ア
ー

ル
3
千
5
百
円
。

②
多
面
的
機
能
支
払
交
付
金
で
地

域
の
共
同
活
動
を
支
援
す
る
。
水

路
や
農
道
の
維
持
管
理
に
10
ア
ー
ル

3
千
円
、
植
栽
や
生
態
系
の
保
全
な

ど
の
農
村
環
境
活
動
に
10
ア
ー
ル

2
千
4
百
円
、
水
路
や
農
道
な
ど
の

補
修
や
更
新
に
10
ア
ー
ル
4
千
4
百

円
。
対
象
は
平
坦
地
域
、
中
山
間
地

域
。

③
環
境
保
全
型
農
業
直
接
支
払
交
付

金
で
化
学
肥
料
や
農
薬
の
5
割
低
減

へ
の
取
組
に
支
援
す
る
。
緑
肥
作

物
（
レ
ン
ゲ
等
）
の
作
付
け
10
ア
ー

ル
8
千
円
、
堆
肥
の
施
用
10
ア
ー
ル

4
千
円
。
対
象
は
平
坦
地
域
、
中
山

間
地
域
。

　
今
定
例
会
は
、
棚
田
地
域
に
な
く

て
は
な
ら
な
い
「
中
山
間
地
域
等
直

接
支
払
制
度
」
へ
の
今
後
の
対
応
に

つ
い
て
3
点
質
問
し
た
。
　

問  

こ
の
制
度
の
活
用
の
実
態
に
つ

い
て
。

答  

現
在
の
第
4
期
対
策
で
は
、
8

集
落
協
定
、
主
要
作
目
別
に
見
る
と

果
樹
6
協
定
、
水
稲
・
露
地
野
菜
2

協
定
、
主
要
作
物
別
の
1
人
当
た
り

の
面
積
は
、
果
樹
81
．
8
ア
ー
ル
、

水
稲
32
．
4
ア
ー
ル
、
露
地
野
菜
22
．

6
ア
ー
ル
。�

（
経
済
部
長
）

問  

こ
の
制
度
は
、
5
年
毎
に
見
直

さ
れ
て
い
る
が
、来
年
度
か
ら
ス
タ
ー

ト
す
る
第
5
期
対
策
で
見
直
さ
れ
る

内
容
は
。

答  

体
制
整
備
単
価
要
件
が
集
落
の

将
来
像
を
示
す
「
集
落
戦
略
の
作
成
」

に
一
本
化
。
中
山
間
地
域
の
人
材
確

保
は
深
刻
な
も
の
が
あ
り
、
後
継
者

の
確
保
や
外
部
人
材
等
、
様
々
な
形

で
の
人
材
確
保
が
求
め
ら
れ
る
。
次

に
交
付
金
の
返
還
措
置
が
緩
和
さ
れ

る
令
和
2
年
度
か
ら
は
、
耕
作
放
棄

地
が
出
た
場
合
、
当
該
農
地
の
単
年

度
分
だ
け
の
返
還
に
な
る
。

�

（
経
済
部
長
）

問  

制
度
の
見
直
し
に
対
し
行
政
と

し
て
、
ま
た
、
関
係
機
関
と
連
携
し

て
ど
う
推
進
す
る
の
か
。

答  

8
集
落
協
定
の
課
題
に
つ
い
て
、

担
い
手
や
集
落
活
動
の
リ
ー
ダ
ー
の

育
成
、
集
落
機
能
の
向
上
、
農
作
業

の
省
力
化
、
農
業
収
入
の
減
少
等
を

共
有
し
対
応
し
て
い
く
。

　
集
落
機
能
の
向
上
に
つ
い
て
は
、

集
落
協
定
の
広
域
化
や
地
域
づ
く
り

団
体
の
設
立
を
通
じ
、
集
落
機
能
の

向
上
に
努
め
る
。
農
作
業
の
省
力
化

や
農
業
収
入
の
減
少
に
つ
い
て
は
、

農
地
の
集
積
、
環
境
保
全
型
農
業
や

ス
マ
ー
ト
農
業
の
導
入
な
ど
、
高
付

加
価
値
型
農
業
の
取
組
を
促
進
す
る
。

営
農
支
援
に
つ
い
て
は
、
条
件
不
利

地
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
J
A
や
熊
本

県
と
連
携
し
集
落
ご
と
の
特
色
を
よ

り
理
解
し
営
農
指
導
の
充
実
に
努
め

る
。�

（
経
済
部
長
）

（
宇
土
、
み
ら
い
）

村
田

　宣
雄

　議
員

棚田風景

環境保全型農業支払制度を活かし
健康，安全，安心な良質な農産物を作ろう！！
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一般質一般質 問

うと市議会だより　第68号

お元気クラブの体操の様子

糖
尿
病
や
高
血
圧
な
ど
の
生

活
習
慣
病
対
策
に
つ
い
て

問  

国
民
健
康
保
険
加
入
者
は
年
々

減
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
医
療
費
も

全
体
と
し
て
減
少
し
て
い
る
が
、
高

額
医
療
費
だ
け
は
伸
び
て
い
る
。
こ

れ
は
糖
尿
病
や
高
血
圧
な
ど
が
重
症

化
し
、
人
工
透
析
や
心
筋
梗
塞
、
脳

梗
塞
を
引
き
起
こ
し
長
期
の
治
療
が

必
要
な
た
め
で
あ
る
。
早
期
に
治
療

す
れ
ば
重
症
化
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き

る
。
市
の
対
策
は
ど
う
な
っ
て
い
る

か
。

答  

健
診
受
診
者
に
対
し
て
は
高
血

圧
症
等
の
重
症
化
予
防
、
糖
尿
病
性

腎
症
予
防
等
の
保
健
指
導
に
取
り
組

み
、
一
定
の
成
果
は
あ
る
が
そ
の
対

象
は
受
診
者
に
限
ら
れ
る
。
多
く
の

未
受
診
者
の
中
に
は
生
活
習
慣
改
善

や
治
療
の
必
要
な
人
が
存
在
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
た
め
、
さ
ら
に
効
果

的
な
未
受
診
者
対
策
が
必
要
で
あ
る

と
考
え
て
い
る
。� （
健
康
福
祉
部
長
）

加
齢
性
難
聴
者
の
補
聴
器
購

入
の
助
成
に
つ
い
て

問  

加
齢
に
伴
い
耳
が
聴
こ
え
な
く

な
り
日
常
生
活
に
困
る
高
齢
者
が
増

え
て
い
る
。
難
聴
に
な
れ
ば
会
合
や

外
出
の
機
会
も
減
り
、
引
き
こ
も
り

や
認
知
症
に
も
な
り
や
す
い
と
言
わ

れ
て
い
る
。

　
補
聴
器
は
必
要
だ
が
、
少
な
い
年

金
で
は
買
う
こ
と
が
で
き
ず
付
け
て

い
な
い
人
が
多
い
。
そ
の
た
め
、
補

聴
器
購
入
の
補
助
金
を
出
し
て
い
る

自
治
体
も
広
が
っ
て
い
る
。
市
も
助

成
制
度
を
作
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

答  

現
在
補
聴
器
購
入
の
助
成
を
受

け
ら
れ
る
の
は
、
高
度
の
聴
覚
障
害

の
た
め
身
体
障
害
者
手
帳
を
交
付
さ

れ
た
人
に
限
ら
れ
、
市
に
対
し
国
、

県
か
ら
の
補
助
が
あ
る
。
手
帳
の
交

付
基
準
に
達
し
て
い
な
い
加
齢
性
難

聴
の
場
合
は
、
市
単
独
助
成
と
な
り

実
施
は
難
し
い
。� （
健
康
福
祉
部
長
）

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
切
り
下

げ
や
負
担
増
は
許
さ
れ
な
い

問  

介
護
保
険
は
３
年
ご
と
に
制

度
や
保
険
料
の
見
直
し
が
行
わ
れ
、

サ
ー
ビ
ス
の
切
り
下
げ
と
保
険
料
な

ど
の
負
担
増
が
行
わ
れ
て
き
た
。
次

の
八
期
の
事
業
内
容
に
つ
い
て
国
の

社
会
保
障
審
議
会
で
要
介
護
１
・
２

の
生
活
支
援
サ
ー
ビ
ス
が
総
合
事
業

に
移
行
、
ケ
ア
プ
ラ
ン
の
有
料
化
な

ど
８
項
目
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
が
改
正
さ
れ
れ
ば
保
険
料
だ
け

払
っ
て
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き

な
い
人
が
多
数
で
て
く
る
。
市
長
は

国
に
対
し
こ
れ
ら
の
改
正
を
し
な
い

よ
う
求
め
る
べ
き
だ
。

答  

介
護
保
険
制
度
は
開
始
か
ら

十
九
年
が
経
過
し
、
度
々
の
改
正
が

行
わ
れ
て
い
る
。
令
和
三
年
度
か
ら

の
改
正
に
お
い
て
は
、
現
在
国
の
審

議
会
で
検
討
の
段
階
で
あ
り
確
定
し

て
い
な
い
が
、
制
度
の
持
続
が
課
題

と
さ
れ
て
い
る
た
め
、
市
民
や
利
用

者
の
負
担
は
増
え
る
と
認
識
し
て
い

る
。
し
か
し
制
度
の
抜
本
的
改
正
を

し
な
い
限
り
、
そ
の
負
担
は
増
加
す

る
一
方
で
あ
る
。
市
長
会
等
の
機
会

を
通
じ
、
国
の
給
付
費
負
担
割
合
の

拡
大
や
、
介
護
保
険
料
の
限
度
額
設

定
等
を
国
に
強
く
要
望
し
て
い
く
。

�

（
市
長
）

市長は国に対し，介護保険のサービスの切り下げ，
負担増をしないよう求めるべきだ

（
日
本
共
産
党
）

福
田

　慧
一

　議
員
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一般質一般質 問

令和 2 年 2 月 1 日

現 市網田支所　旧網田村役場時代は多くの職員が勤務し，地元に居住していたが・・・

市
職
員
の
採
用
で
地
元
枠
を

設
け
る
こ
と
に
つ
い
て

問  

宇
土
市
に
実
際
居
住
す
る
地
区

別
の
職
員
数
は
、
宇
土
地
区
86
名
、

花
園
28
名
、
轟
20
名
、
走
潟
６
名
、

緑
川
10
名
、
網
津
７
名
、
網
田
８
名
、

計
１
６
５
名
（
62
％
）、
市
外
居
住

職
員
が
１
０
１
名
（
38
％
）
と
の

事
。
網
田
地
区
を
例
に
取
る
と
僅
か

８
名
の
在
住
で
、
し
か
も
全
員
40
代

以
上
。
つ
ま
り
10
代
～
30
代
の
若
手

職
員
が
全
く
い
な
い
。
市
職
員
は
地

域
活
動
を
支
え
る
担
い
手
だ
。
消
防

団
、
体
育
会
、
婦
人
会
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
や

ま
ち
づ
く
り
活
動
等
、
地
域
で
の
存

在
は
大
変
大
き
い
。
ま
た
近
年
の
自

然
災
害
は
想
定
を
は
る
か
に
超
え
て

い
る
。
本
市
総
面
積
の
半
分
以
上
を

占
め
る
網
田
・
網
津
両
地
区
は
他
よ

り
集
落
も
広
く
点
在
し
て
い
る
。
こ

の
状
況
で
両
地
区
の
職
員
は
合
せ
て

も
僅
か
15
名
。
災
害
時
に
地
元
に
精

通
し
た
職
員
が
い
る
か
否
か
は
雲
泥

の
差
だ
。
地
域
生
活
を
維
持
す
る
た

め
職
員
採
用
に
お
け
る
地
元
枠
を
設

け
る
こ
と
に
つ
い
て
尋
ね
る
。

答  

職
員
が
地
元
に
居
住
す
る
事
の

重
要
性
は
理
解
す
る
が
、
採
用
の
基

準
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。� （
市
長
）

要
望  

当
然
、
地
元
枠
を
設
け
て
も

採
用
後
、
地
元
に
魅
力
が
な
け
れ
ば

後
々
、
中
心
部
へ
移
転
し
て
し
ま
う
の

が
現
状
。
網
田
・
網
津
地
区
に
お
い
て

若
者
が
魅
力
を
感
じ
る
、
定
住
し
や
す

い
環
境
を
真
剣
に
考
え
て
も
ら
い
た

い
。
こ
れ
は
行
政
の
責
任
で
あ
る
。
そ

ん
な
中
、
今
定
例
会
に
上
程
さ
れ
て
い

る
辺
地
総
合
整
備
計
画
の
変
更
案
で
網

田
・
網
津
地
区
に
第
５
世
代
移
動
通
信

シ
ス
テ
ム
、
高
速
大
容
量
無
線
局
の
前

提
と
な
る
光
ケ
ー
ブ
ル
の
整
備
が
盛
込

ま
れ
て
い
る
。
現
在
、
網
田
・
網
津
だ

け
光
ケ
ー
ブ
ル
が
未
整
備
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
不
公
平
感
が
若
者
の
流
出
を

助
長
し
て
い
る
。地
元
の
若
者
が
網
田・

網
津
地
区
に
魅
力
を
感
じ
る
施
策
と
し

て
速
や
か
な
整
備
を
切
望
す
る
。

新
た
な
地
域
公
共
交
通
の
あ

り
方
に
つ
い
て

問  

市
内
を
走
る
ミ
ニ
バ
ス
の
運
行

に
お
い
て
、
高
齢
化
率
の
最
も
高
い

網
田
地
区
だ
け
が
利
用
低
迷
を
理
由

に
４
年
以
上
も
休
止
し
て
い
る
。
路

線
バ
ス
と
り
わ
け
宇
土
・
三
角
間
は

国
道
57
号
を
単
に
走
る
だ
け
で
交
通

弱
者
の
足
に
成
り
得
て
い
る
か
疑
問

だ
。
本
年
９
月
網
津
・
網
田
活
性
化

議
員
連
盟
で
提
出
し
た
提
言
の
通
り

予
約
制
乗
合
タ
ク
シ
ー
や
小
規
模
特

認
校
制
度
で
網
田
小
・
中
に
通
う
生

徒
の
た
め
ス
ク
ー
ル
バ
ス
を
兼
ね
た

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
等
の
導
入
に
つ

い
て
検
討
頂
き
た
い
。

答  

現
時
点
で
路
線
バ
ス
宇
土
・
三

角
間
は
必
要
な
路
線
と
考
え
て
い
る

が
、
今
後
そ
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

各
種
調
査
や
宇
城
市
、
運
行
事
業
者

と
の
協
議
を
前
向
き
に
進
め
た
い
。

併
せ
て
予
約
制
乗
合
タ
ク
シ
ー
に
つ

い
て
も
運
行
事
業
者
、
熊
本
運
輸
支

局
と
協
議
を
行
い
導
入
に
向
け
調
査

研
究
を
行
っ
て
い
く
。�

（
市
長
）

市職員採用における地元枠の設定を問う。
網田・網津地区に，速やかな『光ケーブル』の整備を求める！
交通弱者にやさしい，新たな地域公共交通の構築を！

（
無
所
属
）

佐
美
三 

　洋

　議
員
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報告委員会

うと市議会だより　第68号

《
議
案
関
連
》

議
案
第
77
号
　
宇
土
市
会
計
年
度
任
用

職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例

問
　会
計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導
入
に
よ

り
、
令
和
5
年
度
に
は
令
和
元
年
度
の
予
算
額

と
比
較
し
て
約
2
億
円
の
増
額
影
響
が
あ
る
と

試
算
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
非
常
勤
職
員
は
何

名
い
る
の
か
。

答
　現
在
、
非
常
勤
職
員
は
約
1
9
0
名
で
あ

る
。
予
算
見
込
額
に
つ
い
て
は
2
0
0
名
で
試

算
し
て
い
る
。

議
案
第
91
号
　
令
和
元
年
度
宇
土
市
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
5
号
）

問
　
今
年
7
月
の
参
議
院
選
挙
か
ら
、
花
園

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
に
期
日
前
投
票
所

を
増
設
し
て
い
る
が
、
今
後
、
期
日
前
投
票

所
を
増
設
す
る
予
定
は
な
い
の
か
。

答
　
来
年
3
月
の
県
知
事
選
挙
で
、
宇
土
シ
テ
ィ

モ
ー
ル
内
に
期
日
前
投
票
所
の
設
置
を
検
討
し
て

い
る
。

問
　
法
人
市
民
税
等
の
還
付
件
数
の
増
加
の
要
因

は
、
景
気
が
少
し
ず
つ
落
ち
込
ん
で
い
る
か
ら
な

の
か
。

答
　
熊
本
地
震
か
ら
の
復
興
需
要
の
影
響
も

あ
り
、
熊
本
県
の
法
人
の
景
気
が
一
時
的
に
上

昇
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
平
成
29
年
度
の
法
人

市
民
税
額
が
上
が
り
、
平
成
30
年
度
の
予
定
納

税
額
も
上
が
っ
た
た
め
、
法
人
市
民
税
の
還
付

の
件
数
が
増
え
て
い
る
。
一
時
的
に
上
昇
し

た
納
税
額
が
通
常
に
戻
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、

特
に
景
気
が
落
ち
込
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な

い
と
考
え
て
い
る
。

《
議
案
以
外
》

生
ご
み
収
集
に
つ
い
て
執
行
部
か
ら
報
告

　
今
年
の
3
月
ま
で
生
ご
み
の
堆
肥
化
を
委
託

し
て
い
た
業
者
が
受
け
入
れ
を
休
止
さ
れ
て
か

ら
、
現
在
も
再
開
の
目
途
が
立
っ
て
い
な
い
。

ま
た
、
近
隣
に
同
様
の
施
設
も
存
在
し
な
い
こ

と
か
ら
、
生
ご
み
の
収
集
は
中
止
し
、
今
後
は
、

各
家
庭
で
生
ご
み
の
減
量
化
を
促
す
た
め
、
生

ご
み
処
理
機
の
購
入
に
対
す
る
補
助
制
度
の
創

設
を
検
討
し
て
い
る
。

問
　
生
ご
み
処
理
機
の
補
助
制
度
は
必
要
だ
と

思
う
。
近
隣
自
治
体
で
も
実
施
し
て
い
る
と
こ

ろ
が
あ
る
と
思
う
が
、
宇
土
市
で
は
ど
う
い
っ

た
生
ご
み
処
理
機
に
対
す
る
補
助
を
検
討
し
て

い
る
の
か
。

答
　
生
ご
み
を
乾
燥
さ
せ
て
減
量
化
す
る
電

気
式
の
も
の
や
、
生
ご
み
な
ど
の
有
機
物
を
微

生
物
で
分
解
発
酵
し
堆
肥
化
す
る
コ
ン
ポ
ス

ト
な
ど
に
対
し
て
の
補
助
を
検
討
し
て
い
る
。

（
委
員
か
ら
意
見
）
市
街
地
に
住
む
家
庭
で
は
、

庭
や
畑
が
な
い
と
こ
ろ
も
多
い
た
め
、
堆
肥
が

必
要
な
い
家
庭
も
あ
る
。
市
民
の
方
そ
れ
ぞ
れ

の
生
活
環
境
に
対
応
し
た
生
ご
み
処
理
機
に
対

す
る
補
助
制
度
を
検
討
し
、
今
後
も
ご
み
の
減

量
化
に
努
め
て
ほ
し
い
。

宇
土
市
庁
舎
建
設
工
事
に
係
る
発
注
方

針
（
案
）
に
つ
い
て
執
行
部
か
ら
報
告

　
宇
土
市
一
般
競
争
入
札
参
加
資
格
審
査
会

に
お
い
て
、
入
札
方
法
、
工
事
種
別
等
に
つ
い

て
協
議
を
実
施
し
発
注
方
針
（
案
）
を
作
成
し

た
。
今
後
は
入
札
に
参
加
す
る
業
者
の
施
工
実

績
や
、
配
置
技
術
者
の
資
格
等
を
同
審
査
会
に

お
い
て
協
議
し
、
令
和
2
年
3
月
に
発
注
方

針
・
公
告
内
容
の
決
定
を
行
う
予
定
で
あ
る
。

平江光輝委員長

総
務
市
民

総
務
部
・
企
画
部
・
市
民
環
境
部

行
政
委
員
会
な
ど
を
所
管

《
議
案
関
連
》

議
案
第
90
号
　
指
定
管
理
者
の
指
定

問
　
指
定
管
理
候
補
者
の
グ
ッ
ド
ス
タ
ッ
フ
は
ど

う
い
う
会
社
か
。

答
　
主
な
業
務
は
指
定
管
理
の
受
託
事
業
や
ビ
ル

メ
ン
テ
ナ
ン
ス
事
業
、
ア
ウ
ト
ソ
ー
シ
ン
グ
事
業
、

業
務
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
大
牟

田
市
の
道
の
駅
や
、
南
関
町
の
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー

等
複
数
の
施
設
の
指
定
管
理
を
受
託
し
て
い
る
。

問
　
現
在
の
指
定
管
理
者
が
来
年
の
3
月
ま
で
と

な
る
た
め
残
り
の
期
間
で
在
庫
を
抱
え
な
い
よ
う

仕
入
れ
方
針
を
変
え
、
仕
入
れ
の
停
止
や
抑
制
等

を
行
っ
て
い
る
た
め
現
場
ス
タ
ッ
フ
は
混
乱
し
て
い

る
と
聞
い
た
が
把
握
し
て
い
る
か
。

答
　
確
認
し
て
い
な
い
。
今
ま
で
同
様
、
取
引
は

な
る
べ
く
続
け
る
よ
う
お
願
い
し
て
い
る
。
議
会

の
議
決
後
に
協
議
の
場
を
設
け
、
引
継
ぎ
等
今
後

の
調
整
を
図
る
よ
う
に
予
定
し
て
い
る
。

（
委
員
か
ら
指
摘
）　
グ
ッ
ド
ス
タ
ッ
フ
と
協
定
を

結
ぶ
に
あ
た
り
、
次
回
管
理
者
が
替
わ
っ
た
と
し

て
も
契
約
が
終
了
す
る
年
度
の
3
月
末
ま
で
は

し
っ
か
り
業
務
を
行
う
よ
う
協
定
内
に
盛
り
込
む

べ
き
で
あ
る
。

問
　
現
在
の
指
定
管
理
者
で
従
事
し
て
い
る
従
業

員
は
ど
う
な
る
の
か
。

答
　
引
き
続
き
雇
用
を
希
望
す
る
従
業
員
に
つ
い

て
は
、
基
本
的
に
継
続
雇
用
す
る
形
に
な
っ
て
お

り
、
今
後
、
面
接
が
行
わ
れ
る
。

議
案
第
82
号
　
宇
土
市
特
定
公
共
賃
貸

住
宅
条
例
の
一
部
改
正

問
　
家
賃
の
減
額
を
な
ぜ
２
年
延
長
と
し
た
の
か
。

答
　
契
約
家
賃
の
８
４
，
３
０
０
円
か
ら
収
入

に
応
じ
て
減
額
す
る
家
賃
と
な
っ
て
い
る
が
、
契

約
家
賃
が
管
理
開
始
か
ら
20
年
目
と
な
る
こ
と
か

ら
、
周
辺
の
現
状
等
を
考
慮
し
て
今
後
２
年
間
の

あ
い
だ
に
契
約
家
賃
の
見
直
し
を
行
う
た
め
延
長

す
る
。

《
議
案
以
外
》

う
と
産
業
祭
中
止
に
つ
い
て

問
　う
と
産
業
祭
が
中
止
に
な
っ
た
経
緯
は
。

答
　
商
工
会
か
ら
の
話
で
は
、
イ
ベ
ン
ト
で
使
用

す
る
テ
ン
ト
を
例
年
お
願
い
し
て
い
る
リ
ー
ス
業

者
と
口
約
束
で
お
願
い
し
て
い
た
が
、
急
遽
キ
ャ

ン
セ
ル
と
な
っ
た
。
そ
の
後
、
他
の
リ
ー
ス
業
者

数
社
と
打
ち
合
わ
せ
を
し
た
が
、
費
用
面
で
折
り

合
い
が
つ
か
な
か
っ
た
。
ま
た
、
実
行
委
員
会
で

の
テ
ン
ト
設
置
も
検
討
し
た
が
会
場
予
定
地
で
あ

る
宇
土
シ
テ
ィ
モ
ー
ル
駐
車
場
の
路
面
が
ア
ス
フ
ァ

ル
ト
の
た
め
固
定
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
く
、
専
門

業
者
以
外
で
の
設
置
が
困
難
な
こ
と
か
ら
中
止
と

な
っ
た
。

問
　
来
年
以
降
、
テ
ン
ト
の
料
金
に
合
わ
せ
市
か

ら
の
補
助
金
を
上
げ
る
の
か
、
ま
た
は
開
催
場
所

を
変
え
る
こ
と
に
な
る
の
か
。

答
　
商
工
会
と
は
他
の
イ
ベ
ン
ト
と
の
合
同
開
催

も
含
め
協
議
し
て
い
る
。

水
道
料
金
の
統
合
・
改
定

問
　
４
月
か
ら
水
道
事
業
が
統
合
し
水
道
料
金
が

変
わ
る
が
進
捗
状
況
は
。

答
　
シ
ス
テ
ム
の
改
修
準
備
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。

（
委
員
か
ら
要
望
）　
単
価
等
が
変
わ
っ
て
く
る
の

で
間
違
い
の
な
い
よ
う
対
応
し
て
ほ
し
い
。

宮原雄一委員長

経
済
建
設

経
済
部
・
建
設
部
・
農
業
委
員
会
を
所
管
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一般質一般質 問報告委員会

令和 2 年 2 月 1 日

《
議
案
関
連
》

議
案
第
84
号
　
宇
土
市
立
幼
稚
園
一
時

預
か
り
保
育
条
例
の
一
部
改
正

問
　
一時
預
か
り
保
育
時
間
を
、
現
在
の
午
後
4

時
か
ら
午
後
6
時
に
延
長
す
る
理
由
は
何
か
。

答
　
な
る
べ
く
多
く
の
子
ど
も
た
ち
に
入
園
し
て
い

た
だ
け
る
よ
う
に
時
間
を
延
長
す
る
も
の
で
あ
る
。

問
　
今
回
の
改
正
で
、
保
護
者
の
利
用
料
負
担
が

か
な
り
増
え
る
の
で
は
な
い
か
。

答
　
幼
児
教
育
・
保
育
無
償
化
の
対
象
と
な
る
園

児
につ
い
て
は
、
当
然
無
償
と
な
る
た
め
負
担
増
に

は
な
ら
な
い
。
現
在
、一時
預
か
り
保
育
を
利
用
さ

れ
て
い
る
大
部
分
は
無
償
化
の
対
象
と
な
る
園
児
で

あ
る
が
、
無
償
化
の
対
象
と
な
って
い
な
い
園
児
の

保
護
者
につい
て
は
、
若
干
の
負
担
増
と
な
る
。

議
案
第
89
号
　
財
産
の
譲
与

問
　
旧
新
松
原
仮
設
団
地
の
集
会
所
を
新
松
原
区

に
譲
渡
す
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
今
後
の
維
持
管
理

は
行
政
区
で
行
う
の
か
。

答
　
行
政
区
で
行
って
い
た
だ
く
。
建
物
が
立
って

い
る
土
地
は
市
有
地
で
あ
る
た
め
、
土
地
の
使
用
料

は
市
に
納
め
て
も
ら
う
こ
と
と
な
る
。

議
案
第
91
号
　
令
和
元
年
度
宇
土
市
一

般
会
計
補
正
予
算
（
第
5
号
）

問
　
母
子
保
健
情
報
連
携
シ
ス
テ
ム
は
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
を
使
用
す
る
と
の
説
明
が
あ
った
が
、
具
体
的

に
ど
う
いった
事
業
な
の
か
。

答
　
宇
土
市
か
ら
他
市
町
村
へ
転
出
、
ま
た
は
他

市
町
村
か
ら
宇
土
市
へ
転
入
さ
れ
た
場
合
に
、こ
れ

ま
で
は
妊
婦
健
診
や
乳
幼
児
健
診
の
情
報
を
紙
媒

体
で
や
り
取
り
し
て
い
た
が
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
を
登

録
し
て
も
ら
う
こ
と
で
、
デ
ー
タ
で
の
や
り
取
り
が

可
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

問
　
東
京
オ
リ
ン
ピッ
ク
聖
火
リ
レ
ー
実
施
に
伴
う

熊
本
県
実
行
委
員
会
への
負
担
金
9
7
4
万
7
千

円
が
計
上
さ
れ
て
い
る
が
、
聖
火
リ
レ
ー
を
実
施

し
な
い
市
町
村
は
支
払
う
必
要
は
な
い
の
か
。

答
　
聖
火
リ
レ
ー
実
施
に
伴
う
負
担
金
で
あ
り
、

実
施
し
な
い
市
町
村
は
負
担
し
な
い
。

問
　
負
担
金
と
し
て
約
1
，
0
0
0
万
円
は
高
い

と
思
う
が
、
何
に
そ
ん
な
に
費
用
が
掛
か
る
の
か
。

答
　
大
部
分
が
警
備
に
掛
か
る
経
費
と
な
る
。

（
委
員
か
ら
意
見
）

・
宇
土
市
内
の
各
地
区
を
全
部
回
る
の
で
あ
れ
ば
ま

だ
理
解
で
き
る
。

・
リ
レ
ー
走
者
も
公
募
の
人
が
多
く
、
宇
土
市
民

が
何
人
走
る
か
も
分
か
ら
な
い
の
に
費
用
負
担
が

大
き
い
の
で
は
。

・
熊
本
地
震
か
ら
の
復
旧
・
復
興
の
途
上
に
あ
る
本

市
で
聖
火
リ
レ
ー
を
行
う
こ
と
は
、
市
民
に
夢
や

感
動
、
活
力
を
与
え
る
も
の
で
あ
り
、
実
施
そ
の

も
の
は
意
味
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
必

要
な
費
用
が
高
額
で
あ
る
た
め
、
熊
本
県
か
ら

実
施
の
依
頼
が
あった
時
点
で
、
事
業
内
容
や
事

業
費
等
につい
て
情
報
収
集
を
行
い
、実
施
につい

て
の
検
討
を
す
べき
で
あった
。

西田和徳委員長

《
執
行
部
か
ら
の
説
明
》

熊
本
・
宇
土
道
路

　
予
算
配
分
、
用
地
進
捗
率
、
事
業
進
捗
率
は
、

前
回
の
報
告
か
ら
変
更
は
な
い
が
、「
笹
原
地
区

取
得
用
地
管
理
工
事
」、「
海
路
口
地
区
取
得
用

地
管
理
工
事
」
の
2
件
で
契
約
締
結
が
な
さ
れ

て
い
る
。

宇
土
道
路

　
予
算
配
分
、
用
地
進
捗
率
、
事
業
進
捗
率
は
、

前
回
の
報
告
か
ら
変
更
は
な
い
が
、
用
地
取
得

関
係
で
は
、
平
成
30
年
度
か
ら
の
繰
越
事
業
と

し
て
「
平
成
30
年
度
国
道
57
号
宇
土
道
路
外
用

地
関
係
図
書
等
作
成
業
務
」、「
平
成
30
年
度
国

道
57
号
宇
土
道
路
外
補
償
説
明
等
業
務
」
の
2

件
で
工
期
の
延
長
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　
次
に
、
調
査
設
計
で
は
、「
令
和
元
年
度
国
道

57
号
宇
土
道
路
網
津
地
区
外
事
業
損
失
事
前
調

査
業
務
」、「
令
和
元
年
度
国
道
57
号
宇
土
道
路

外
物
件
調
査
等
業
務
」
の
2
件
で
契
約
締
結
が

な
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
ら
の
業
務
は
、網
田
地
区
、

網
津
地
区
で
の
工
事
用
道
路
築
造
に
伴
う
家
屋

等
の
事
前
調
査
、
網
田
地
区
の
土
地
買
収
に
伴

う
立
木
等
の
補
償
物
件
調
査
を
行
う
も
の
で
あ

る
。

　
最
後
に
、
工
事
に
つ
い
て
は
、「
令
和
元
年
度

宇
土
道
路
外
改
良
工
事
」、「
熊
本
57
号
城
塚
橋

下
部
工
（
A
2
）
外
工
事
」、「
熊
本
57
号
上
網

田
橋
下
部
工
（
A
2
）
外
工
事
」、「
熊
本
57
号

網
津
地
区
工
事
用
道
路
工
事
」
の
4
件
で
契
約

締
結
が
な
さ
れ
て
い
る
。

《
主
な
質
疑
》

問
　
熊
本
宇
土
道
路
の
事
業
進
捗
率
が
昨
年
度

末
か
ら
1
％
し
か
増
え
て
い
な
い
。
熊
本
市
側

の
工
事
の
進
捗
率
は
ど
の
く
ら
い
か
。

答
　
以
前
に
も
国
土
交
通
省
に
確
認
を
行
っ
た

が
、
熊
本
宇
土
道
路
全
体
の
事
業
進
捗
率
の
把

握
は
行
っ
て
い
る
が
、
熊
本
市
側
の
み
の
進
捗

率
は
把
握
し
て
い
な
い
と
い
う
回
答
が
あ
っ
て

い
る
。

（
委
員
か
ら
要
望
）
城
塚
イ
ン
タ
ー
ま
で
の
工
事

の
進
捗
は
あ
る
程
度
、
目
に
見
え
て
わ
か
る
が
、

熊
本
市
側
は
目
に
見
え
な
い
た
め
分
か
り
づ
ら

い
。
今
後
も
、
事
業
計
画
、
進
捗
状
況
に
つ
い

て
は
情
報
収
集
に
努
め
て
ほ
し
い
。

問
　
宇
土
道
路
の
用
地
進
捗
率
に
つ
い
て
、
こ

れ
は
面
積
ベ
ー
ス
と
地
権
者
ベ
ー
ス
の
ど
ち
ら

で
算
出
さ
れ
て
い
る
の
か
。

答
　
面
積
ベ
ー
ス
の
算
出
に
な
る
。

（
委
員
か
ら
要
望
）

・
用
地
を
地
権
者
数
で
見
た
場
合
の
進
捗
状
況

を
確
認
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

・
網
津
地
区
の
工
事
用
道
路
築
造
に
あ
た
り
、

県
道
の
拡
幅
工
事
が
10
月
か
ら
始
ま
っ
て
い

る
が
、
通
学
を
さ
れ
る
学
生
の
安
全
や
一
般

車
両
の
通
行
に
配
慮
し
て
い
た
だ
く
よ
う
、

業
者
へ
注
意
喚
起
を
行
っ
て
ほ
し
い
。

今中真之助委員長

文
教
厚
生

健
康
福
祉
部
・
教
育
委
員
会
を
所
管

地
域
高
規
格
道
路
促
進
等
対
策
特
別
委
員
会
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《
審
査
の
経
過
》

　
執
行
部
に
対
し
、
主
要
な
施
策
の
成
果
に
関
す
る

説
明
書
や
各
種
資
料
の
提
出
及
び
あ
ら
か
じ
め
本
委

員
会
か
ら
抽
出
し
て
お
い
た
事
項
に
つ
い
て
説
明
を
求

め
、
監
査
委
員
の
意
見
書
な
ど
も
参
考
に
し
な
が
ら

慎
重
に
審
査
を
進
め
て
き
た
。

　
委
員
会
の
開
催
は
、
去
る
９
月
30
日
か
ら
11
月
26

日
ま
で
の
計
７
回
。

　
審
査
を
行
う
際
に
は
、「
予
算
の
執
行
に
あ
た
っ
て
、

議
決
の
趣
旨
に
沿
っ
て
適
正
に
、
か
つ
効
率
的
に
行
わ

れ
た
か
」
ま
た
、
そ
の
結
果
、「
見
込
ん
だ
と
お
り
の

行
政
効
果
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
」
と
い
う

点
を
重
視
し
、
更
に
は
「
今
後
の
行
財
政
運
営
に
お

い
て
ど
の
よ
う
な
工
夫
改
善
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
」
と

い
う
視
点
を
も
っ
て
審
査
を
重
ね
て
き
た
。

決
算
の
概
要

　
一
般
会
計
歳
入
総
額
は
1
8
3
億
1
，
6
1
0
万

円
に
対
し
、
歳
出
総
額
は
1
7
4
億
6
，
6
6
9
万

円
で
，
差
し
引
き
8
億
4
，
9
4
1
万
円
の
黒
字
。

ま
た
、
翌
年
度
へ
繰
り
越
す
べ
き
財
源
を
差
し
引
い
た
、

実
質
収
支
額
は
7
億
4
，
9
3
3
万
円
の
黒
字
。

　
財
政
指
標
に
つ
い
て
、
経
常
収
支
比
率
は
94
．

8
％
で
前
年
度
よ
り
2
．
2
ポ
イ
ン
ト
減
少
し
平
成

28
年
度
の
水
準
に
戻
っ
て
る
が
、
依
然
と
し
て
硬
直
化

し
た
財
政
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
実
質
公
債

費
比
率
は
、
前
年
度
と
同
様
の
9
．
4
％
、
財
政
力

指
数
は
、
0
．
5
2
0
で
前
年
度
よ
り
0
．
01
ポ
イ

ン
ト
増
加
し
て
い
る
。

　
起
債
現
在
高
は
1
9
7
億
9
，
6
2
5
万
円
で

前
年
度
末
よ
り
6
，
8
2
6
万
円
の
増
額
、
各
種
基

金
の
年
度
末
現
在
高
は
61
億
6
，
3
7
9
万
円
で
、

前
年
度
末
よ
り
3
億
4
，
4
9
2
万
円
の
増
額
。

　
次
に
、
特
別
会
計
は
全
部
で
７
つ
あ
り
、
そ
の
歳

入
総
額
は
85
億
8
，
9
4
7
万
円
に
対
し
、
歳
出
総

額
は
83
億
5
，
9
8
1
万
円
で
差
し
引
き
2
億
2
，

9
6
5
万
円
の
黒
字
と
な
っ
て
い
る
が
、
一
般
会
計
か

ら
5
つ
の
特
別
会
計
に
10
億
7
，
3
9
6
万
円
が
繰

出
さ
れ
て
お
り
、
3
つ
の
特
別
会
計
で
は
法
定
外
繰

入
が
行
わ
れ
る
な
ど
、
厳
し
い
状
況
。

歳
入
確
保
と
予
算
執
行

　
歳
入
総
額
は
前
年
度
に
比
べ
21
．
84
％
、
51
億
1
，

8
7
1
万
円
の
減
少
。

　
自
主
財
源
に
つ
い
て
は
、
前
年
度
に
比
べ
14
億
6
，

1
8
1
万
円
減
少
し
て
い
る
が
、
歳
入
総
額
も
減
少

し
て
い
る
た
め
、
自
主
財
源
比
率
は
昨
年
度
に
比
べ

1
．
38
ポ
イ
ン
ト
増
加
の
34
．
84
％
と
な
っ
て
い
る
。

　
ま
た
、
不
納
欠
損
額
は
一
般
会
計
と
特
別
会
計
を

合
わ
せ
て
4
，
6
6
1
万
円
に
上
る
が
、
前
年
度
と

比
較
す
る
と
6
3
6
万
円
減
少
。

　
予
算
執
行
に
つ
い
て
は
、
熊
本
地
震
か
ら
、
未
だ

復
旧
・
復
興
の
最
中
に
あ
り
、
極
め
て
厳
し
い
財
政

状
況
の
中
で
、
議
決
の
趣
旨
に
沿
っ
て
適
正
な
運
用
が

行
わ
れ
て
お
り
、
お
お
む
ね
所
期
の
目
的
を
達
成
し

た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。

《
主
な
質
疑
》

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
利
用
状
況

問
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス
の
無
料
運
行
を
実
施
し
て
い

る
が
、
実
績
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

答
　
無
料
運
行
は
10
月
1
日
か
ら
の
5
日
間
で
実
施

し
て
い
る
。
5
日
間
で
、
通
常
の
約
2
倍
で
あ
る
約

2
7
0
人
の
利
用
が
あ
っ
た
。

（
委
員
か
ら
意
見
）　
ミ
ニ
バ
ス
『
の
ん
な
っ
せ
』
は

乗
客
が
1
台
に
乗
り
き
れ
ず
2
台
で
運
行
し
て
い
る

時
間
帯
が
あ
る
と
聞
い
て
い
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
バ
ス

は
運
賃
が
高
い
わ
け
で
は
な
い
の
に
利
用
者
が
増
え
な

い
と
い
う
こ
と
は
、
ル
ー
ト
や
運
行
時
間
に
原
因
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。

廃
棄
物
減
量
化
対
策
事
業

問
　
ご
み
の
リ
サ
イ
ク
ル
率
は
全
国
平
均
が
20
％
程

度
で
あ
る
の
に
対
し
、
宇
土
市
の
リ
サ
イ
ク
ル
率
は
約

14
％
で
あ
る
。
今
後
、
ど
の
よ
う
に
リ
サ
イ
ク
ル
率

を
高
め
て
い
く
の
か
。

宮原雄一委員長

答
　
廃
品
回
収
な
ど
団
体
で
収
集
し
た
資
源
ご
み
や

民
間
の
収
集
業
者
へ
直
接
、
市
民
の
方
が
出
し
た
資

源
ご
み
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
リ
サ
イ
ク
ル
率
の
数

値
に
含
め
て
報
告
し
て
い
な
か
っ
た
。
今
後
は
、
民
間

収
集
業
者
や
団
体
で
収
集
し
た
資
源
ご
み
に
つ
い
て

も
民
間
収
集
業
者
等
の
協
力
を
得
て
リ
サ
イ
ク
ル
率

に
反
映
さ
せ
る
予
定
で
あ
る
。
ま
た
、
市
民
の
方
が

い
つ
で
も
資
源
ご
み
を
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
常

設
の
資
源
ご
み
回
収
場
所
の
設
置
を
検
討
し
て
い
る
。

家
屋
全
棟
調
査
実
施
事
業

問
　
調
査
は
終
了
し
た
の
か
。

答
　
現
地
調
査
は
終
了
し
て
い
る
。
現
在
、
未
評
価

物
件
の
評
価
を
行
う
た
め
、
宇
土
地
区
、
花
園
地
区

の
そ
の
物
件
の
土
地
の
所
有
者
へ
調
査
の
お
知
ら
せ
と

調
査
票
を
送
付
し
て
い
る
。

問
　
対
象
と
な
る
未
評
価
物
件
の
数
は
ど
の
く
ら
い
か
。

答
　
現
地
調
査
の
結
果
、
市
内
の
家
屋
棟
数
、
約

2
万
2
千
棟
の
う
ち
推
定
15
％
の
未
評
価
物
件
が
あ

り
、
約
3
，
0
0
0
棟
が
評
価
の
対
象
と
な
る
。

介
護
保
険
料
普
通
徴
収
の
滞
納

問
　
原
則
と
し
て
、
年
金
が
年
額
18
万
円
、
月
額

1
万
5
千
円
に
満
た
な
い
人
が
普
通
徴
収
に
な
る
が
、

全
体
で
2
0
0
名
程
度
の
滞
納
者
が
で
て
い
る
。
滞

納
が
続
く
と
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
と
き
に
3
割

負
担
や
一
旦
全
額
自
己
負
担
に
な
る
と
の
こ
と
だ
が
、

少
額
の
年
金
で
生
活
し
て
い
る
人
は
介
護
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
出
て
き
て

い
る
の
で
は
な
い
か
。

答
　
介
護
保
険
料
を
滞
納
し
て
い
る
か
ら
サ
ー
ビ
ス

を
使
わ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
く
、
一
人
一
人
の
事

情
を
聞
き
、
少
額
で
も
納
付
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
３

割
負
担
を
解
除
す
る
こ
と
も
あ
る
。
出
来
る
だ
け
サ
ー

ビ
ス
を
使
っ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
な
対
応
を
し
て
い
る
。

網
田
地
区
の
地
籍
の
再
調
査
状
況
と
今
後
の
計

画
、
費
用
に
つ
い
て
執
行
部
か
ら
説
明

　
再
調
査
の
状
況
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
平
成
21
年
度

の
一
部
を
除
い
た
、
平
成
19
年
度
か
ら
22
年
度
調
査

分
の
修
正
が
完
了
し
、
今
後
、
令
和
4
年
度
ま
で
に

21
年
度
の
一
部
及
び
23
年
度
か
ら
25
年
度
調
査
分
の

再
調
査
と
再
調
査
が
済
ん
だ
区
域
の
閲
覧
・
登
記
完

了
を
目
指
す
こ
と
、
ま
た
、
そ
れ
に
掛
か
る
今
後
の

委
託
料
の
支
出
見
込
み
額
と
し
て
は
1
億
9
千
万
円

程
度
の
見
通
し
で
あ
る
。

　
ま
た
、
過
去
の
定
期
監
査
で
は
、
再
調
査
に
あ
た
っ

て
は
担
当
者
の
知
識
、
技
能
の
習
得
や
課
内
チ
ェッ

ク
体
制
の
整
備
に
努
め
る
よ
う
指
摘
が
あ
っ
て
い
る
の

で
、
研
修
会
に
参
加
す
る
な
ど
職
員
の
知
識
・
技
能

に
つ
い
て
研
鑽
を
積
ん
で
い
る
。
さ
ら
に
、
定
期
的
な

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
行
う
な
ど
課
内
の
チ
ェッ
ク
体
制
の

整
備
に
努
め
て
い
る
。

（
委
員
か
ら
の
意
見
）　
こ
の
再
調
査
に
は
一
般
財
源
が

再
投
入
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
住
民
サ
ー
ビ
ス
が
削

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
監
査
委
員
に
は
、
こ
れ
か

ら
も
こ
の
問
題
に
つ
い
て
継
続
し
て
監
査
し
て
ほ
し
い
。

学
校
教
職
員
の
配
置

問
　
学
校
現
場
か
ら
「
教
職
員
が
少
な
い
」
と
い
う

声
を
聞
い
た
が
、
宇
土
市
内
の
各
学
校
の
教
職
員
の

児
童
生
徒
数
に
対
す
る
人
数
は
、
近
隣
自
治
体
と
比

較
し
た
場
合
ど
う
か
。

答
　
県
費
職
員
に
つ
い
て
は
、
法
令
で
人
数
が
定
め

ら
れ
て
い
る
た
め
、
ど
こ
の
自
治
体
に
も
同
じ
配
分
が

さ
れ
て
い
る
。
市
費
職
員
に
つ
い
て
は
、
宇
土
市
は
近

隣
自
治
体
と
比
較
し
て
も
若
干
多
め
の
配
置
を
行
っ

て
お
り
、
あ
る
程
度
充
実
は
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。

（
委
員
か
ら
の
意
見
）
県
費
職
員
は
当
然
、
基
準
に
合

わ
せ
て
職
員
配
置
が
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
基
準
そ
の
も

の
が
少
な
い
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
現
場

か
ら
増
や
し
て
い
く
よ
う
要
望
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。

い
じ
め
問
題

問
　
い
じ
め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
へ
の
対
応
は
き
ち
ん
と
学

校
が
さ
れ
て
い
る
の
か
。

答
　
ア
ン
ケ
ー
ト
で
出
て
き
た
案
件
は
、
各
学
校
で

い
じ
め
防
止
等
対
策
委
員
会
で
対
応
し
て
い
る
が
、

ど
う
し
て
も
ア
ン
ケ
ー
ト
に
書
け
な
い
と
い
う
子
ど
も

が
い
る
と
い
う
話
も
聞
い
て
い
る
の
で
、
先
生
方
の
日

ご
ろ
の
見
守
り
が
大
事
だ
と
思
っ
て
い
る
。

（
委
員
か
ら
の
意
見
）
子
ど
も
た
ち
が
言
え
な
い
部
分

は
、
担
任
の
先
生
が
様
子
を
見
た
り
、
保
護
者
か
ら

の
相
談
等
で
わ
か
る
こ
と
が
あ
る
と
思
う
。
そ
の
と
き

に
は
し
っ
か
り
と
し
た
対
応
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

決
算
審
査
特
別
委
員
会
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令和元年 12月宇土市議会定例会議決結果一覧
【市長提出議案：平成30年度決算】

番号 件　　　名 付託委員会 議決の結果

第53号 平成30年度宇土市一般会計歳入歳出決算の認定について 決算審査 原案認定

第54号 平成30年度宇土市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について 〃 〃

第55号 平成30年度宇土市簡易水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について 〃 〃

第56号 平成30年度宇土市北段原土地区画整理事業特別会計歳入歳出決算の認定について 〃 〃

第57号 平成30年度宇土市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について 〃 〃

第58号 平成30年度宇土市漁業集落排水施設整備事業特別会計歳入歳出決算の認定について 〃 〃

第59号 平成30年度宇土市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について 〃 〃

第60号 平成30年度宇土市入学準備祝金給付基金特別会計歳入歳出決算の認定について 〃 〃

【市長提出議案】
第77号 宇土市会計年度任用職員の給与等に関する条例について 総務市民 原案可決

第78号 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例に
ついて

総務市民
経済建設
文教厚生

〃

第79号 宇土市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例について 文教厚生 〃

第80号 宇土市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を
改正する条例について 文教厚生 〃

第81号 宇土市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について 文教厚生 〃

第82号 宇土市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例について 経済建設 〃

第83号 宇土市水道事業給水条例の一部を改正する条例について 経済建設 〃

第84号 宇土市立幼稚園一時預かり保育条例の一部を改正する条例について 文教厚生 〃

第85号 宇土市入学準備祝金給付基金条例の一部を改正する条例について 文教厚生 〃

第86号 成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の
施行に伴う関係条例の整理に関する条例について

総務市民
文教厚生 〃

第87号 熊本県市町村総合事務組合の共同処理する事務の変更及び規約の一部変更について 総務市民 〃

第88号 辺地総合整備計画の変更について 総務市民 〃

第89号 財産の譲与について 文教厚生 〃

第90号 指定管理者の指定について 経済建設 〃

第91号 令和元年度宇土市一般会計補正予算（第５号）について
総務市民
経済建設
文教厚生

〃

第92号 令和元年度宇土市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）について 総務市民
文教厚生 〃

第93号 令和元年度宇土市簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について 経済建設 〃

第94号 令和元年度宇土市介護保険特別会計補正予算（第３号）について 文教厚生 〃

第95号 宇土市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例について 総務市民 〃

第96号 宇土市長等の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例について 総務市民 〃

第97号 宇土市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部を改正する条例について 総務市民 〃

第98号 宇土市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について 総務市民 〃

第99号 令和元年度宇土市一般会計補正予算（第６号）について
総務市民
経済建設
文教厚生

〃

第100号 令和元年度宇土市国民健康保険特別会計補正予算（第３号）について 総務市民 〃

第101号 令和元年度宇土市簡易水道事業特別会計補正予算（第４号）について 経済建設 〃

第102号 令和元年度宇土市介護保険特別会計補正予算（第４号）について 文教厚生 〃

第103号 令和元年度宇土市後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）について 総務市民 〃

第104号 令和元年度宇土市水道事業会計補正予算（第２号）について 経済建設 〃

第105号 令和元年度宇土市公共下水道事業会計補正予算（第２号）について 経済建設 〃

第106号 宇土市固定資産評価審査委員会の委員の選任について 原案同意

諮問第2号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについて 原案答申



20うと市議会だより　第68号

　地域高規格道路「熊本天草幹線道路」の早期全線開通を図るため，「熊本・
宇土道路」の早期開通，「宇土道路」の整備促進と所要の予算額の確保等に
ついて要望活動を行いました。
　これは，市議会と市執行部が合同で行ったもので，西山県議にもご同行いただき，
10月31日には国土交通省九州地方整備局及び熊本河川国道事務所，11月12
日には熊本県選出国会議員及び国土交通省本省に対して要望を行いました。
　東京での要望活動の際は，松村祥史参議院議員，馬場成志参議院議員には
国会議事堂内で面会し，また，金子恭之衆議院議員に同行いただき，国土交通省の大臣政務官，事務次官，大臣官房技術総括
審議官及び道路局長に直接要望を伝えることができました。	今後の事業促進に繋がる，大変実のある要望活動でした。
　市議会では，平成 10 年に「地域高規格道路促進等対策特別委員会」を設置し，熊本天草幹線道路の早期開通に向けて取
り組んでいます。

会　派　名
議　員　名

議　案　等

議
決
結
果

表決数
賛成－反対

宇土、みらい うとしせい会
嶋
本
　
圭
人

樫
﨑
　
政
治

村
田
　
宣
雄

園
田
　
　
茂

宮
原
　
雄
一

平
江
　
光
輝

佐
美
三
　
洋

小
崎
　
憲
一

今
中 
真
之
助

西
田
　
和
徳

野
口
　
修
一

中
口
　
俊
宏

藤
井
　
慶
峰

芥
川
　
幸
子

山
村
　
保
夫

杉
本
　
信
一

福
田
　
慧
一

12
月 

定 

例 

会

第53号 平成30年度宇土市一般会計歳入
歳出決算の認定について

認

　定
16－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ●

第54号 平成30年度宇土市国民健康保険特
別会計歳入歳出決算の認定について

認

　定
16－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

第57号 平成30年度宇土市介護保険特別会
計歳入歳出決算の認定について

認

　定
16－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

第59号
平成30年度宇土市後期高齢者医
療特別会計歳入歳出決算の認定に
ついて

認

　定
16－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

第84号 宇土市立幼稚園一時預かり保育条例
の一部を改正する条例について

可  

決
16－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

第90号 指定管理者の指定について
可  

決
16－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

第95号
宇土市議会議員の議員報酬等に関
する条例の一部を改正する条例に
ついて

可  

決
15－２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ●

第96号 宇土市長等の給与及び旅費に関する
条例の一部を改正する条例について

可  

決
16－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

第97号
宇土市教育委員会教育長の給与等
に関する条例の一部を改正する条
例について

可  

決
16－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

第99号 令和元年度宇土市一般会計補正予
算（第６号）について

可  

決
16－１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ●

※○＝賛成又は採択，●＝反対又は不採択，欠＝欠席，退＝退席，除＝除席　※柴田正樹議員は議長職のため，可否同数の場合のみ裁決する。　
 　上記以外の30議案は，原案のとおり全会一致で決定されました。

議 案 賛 否 一 覧 表

【議員提出議案】
番号 件　　　名 議決結果

発議第３号 宇土市小規模企業振興基本条例について 原案可決
【報告】

報告番号 件　　　名
第19号 専決処分の報告について　専決第６号　損害賠償額の決定について

【請願・陳情】
受理番号 件　　　名 付託委員会 議決結果

陳情

令和元年
2 2019年原水爆禁止国民平和大行進への支持・賛同のお願い 総務市民 継続審査

令和元年
4 介護施設の人員配置基準の引き上げのため国に対し意見書の提出を求める陳情書 文教厚生 継続審査

熊本天草幹線道路整備促進を国に要望
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１　埼玉県戸田市（令和元年 10 月 8 日）　　　
　ＡＩ総合案内サービスについて
　戸田市の「ＡＩ総合案内サービス」は，少子高齢化や
人手不足等により，行政サービスの維持が困難となるこ
とが予想されるなどのことから導入されました。パソコ
ンやスマートフォン等からのテキスト入力による対話を
通じ，子育て，引越し・住所変更の手続き，ごみの出し
方などのお問い合わせに対して，AI が会話形式で質問
に応答し，回答結果は最終的に市公式ホームページに誘
導することで，必要な行政サービスの内容や手続きを案
内するものです。
　その他，庁内のシステム情報を庁外でも参照できる
「セキュアモバイル端末の導入」や，市内 20 箇所の公
共施設に Free	Wi-Fi を設置し，災害発生時には，パス
ワードなしで誰もが接続できる災害時用フリーWi-Fi
「00000JAPAN」に対応した「いいとだスポット（Wi-Fi
スポット）の整備」も行われています。先進的な取組を
されており，参考になりました。

	

　「うと市議会だより（2019.11.1　第 67
号）において，以下の点について誤りが
ありましたのでお詫びして訂正します。

〇背表紙　「議案賛否一覧表」
　※「引き下げ」と掲載しておりました

が，正しくは，「引き上げ」となり
ます。

記事の訂正とお詫び

２　栃木県鹿沼市（令和元年 10 月９日）
　高齢者運転免許の自主返納事業について
　鹿沼市の「高齢者運転免許自主返納事業」は，高齢者
等の交通事故防止を主な目的とし，平成 20 年から開始
されました。それ以降，徐々に支援内容を拡充し，現在
は有効期限内の全ての運転免許を返納した 65 歳以上の
市民と運転免許不保有の配偶者にリーバス・予約バス終
身無料乗車券を交付しています。実際に，制度が開始さ
れて以降，免許返納者は増加しており，市内の交通事故
件数も減少していますが，高齢者の事故の割合は減少し
ておらず，より一層の対策・支援が必要であるとの話が
ありました。
　宇土市においても，コミュニティバス，ミニバスの運
行を行っているため，今後，過疎地等における交通空白
地の解消策として，デマンド交通は有効であると感じま
した。

　この視察直後に鹿沼市は，台風 19 号で大きな被害を
受けられました。1日も早い復興を支援するため，総務
市民常任委員会の委員で義援金を送りました。被災され
た皆様方に対し心からお見舞い申し上げます。

［視察研修参加者］
平江光輝	委員長／小崎憲一	副委員長
福田慧一	委員／村田宣雄	委員／杉本信一	委員
柴田正樹	委員／杉本裕治	総務部長	
石本尚志	企画部長／小山郁郎	市民環境部長

〇P13　「令和元年９月宇土市議会定例会議決結果一覧の【請願・陳情】の表」
　※「引き下げ」と掲載しておりましたが，正しくは，「引き上げ」となります。

市民の皆様ならびに関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。

視察研修報告 総務市民常任委員会
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編 集 後 記

印刷/敷島印刷株式会社

環境保護印刷の
水なし印刷で
印刷しています。

市議会では市民の皆さんの生活に密着した問題が審議されています。身近な市政を知るために，是非 一 度傍聴してみませんか。

◆本会議の傍聴席の定員は50人です。ただし，会場の広さにより制限される場合があります。
◆委員会傍聴については，会場の広さ・内容等により人員を制限する場合がありますので御了承ください。
◆原則として，本会議，委員会は午前10時開会ですが，議事の都合で変更する場合があります。
◆傍聴の際は，注意事項をお守りください。

議会を傍聴しませんか

　今年は令和になり初めてのお正月です。市民の
皆様におかれましては，新春を晴 し々い気持ちで
お迎えのこととお慶び申し上げます。
　さて，3月に熊本県知事選挙が行われます。投
票率アップにご協力を！！
　夏には東京オリンピック・パラリンピック開催で
す。本市でも聖火リレーが実施されますが，次世代
を担う若者たちに夢や希望を与え，活力あふれる
社会を生み出すことを期待しています。
　２月は梅の時期です。表紙をピンク色にしまし
た。
　今後とも，市民の皆様方のご意見をよろしくお
願いします。

編集委員
　委員長／中口 俊宏　副委員長／宮原 雄一
　委　員／平江 光輝　  委　員／西田 和徳

　３月定例会の日程は，市議会ホーム
ページを御覧になるか，議会事務局ま
でお問い合わせください。（2月上旬に
決定予定）

　広報うと３月号にも掲載予定です。

令和2年3月
 定例会 会期日程

　市議会のホームページで，本会議（定例会・臨時会）の会
議録を公開しています。
[アドレス]  https://www.city.uto.lg.jp/
　本会議の会議録（冊子）は,市情報公開コーナー（仮設庁舎1
階ロビー），市立図書館で閲覧できます。
　なお，令和元年12月定例会の会議録
は，令和2年3月定例会以降に閲覧可能
です。
[お問い合せ] 
市議会事務局　0964-22-1111　
　　　　　　　内線234

市議会からのお知らせ

　

行政視察受入状況（令和元年 10 月～ 12 月）

視察日 視察者および団体名 調査事項

10 月  3 日
群馬県藤岡市議会 崇城大学との連携協力に関する協定に基づく「宇土市のまちづくり」提案事業に

ついて

高知県土佐市議会 災害対応について

10 月  4 日 石川県かほく市議会 崇城大学との連携協力に関する協定に基づく「宇土市のまちづくり」提案事業に
ついて

10 月  9 日 大阪府高石市議会 熊本地震の被害概要及び復旧，避難所運営について

10 月16 日 北海道芦別市議会 崇城大学との連携協力に関する協定に基づく「宇土市のまちづくり」提案事業に
ついて

11 月  6 日 神奈川県伊勢原市議会 災害からの復旧・復興に向けた取り組みについて
11 月 11 日 千葉県富里市議会 コミュニティバスとミニバスのんなっせについて
11 月 14 日 長崎県大村市議会 新市庁舎の建設計画について
11 月 19 日 兵庫県加西市議会 第６次総合計画について
11 月 21 日 石川県金沢市議会 防災に関する取り組みについて

令和元年台風１９号に伴う災害に対する義援金
　このたび，宇土市議会では，昨年10月に東日本に上陸した台風 19 号に伴う災害に対して，全国市議会議長
会を通じて義援金を送りました。
　被災された皆様方に対し心からお見舞い申し上げますとともに，犠牲になられた方々のご冥福と早期に復旧さ
れますことを，謹んでお祈り申し上げます。


